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予算決算委員会文教厚生分科会 会議録
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

日 時 令和７年９月１６日（火）

午前１０時開会、午後３時１６分閉会

場 所 第２委員会室

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１ 開 会

２ 委員長挨拶

３ 協議事項

（１）付託された議案の審査

①認定第１号 令和６年度土浦市歳入歳出決算の認定について：一般会計歳出中第

２款（総務費）（第１項（総務管理費）に限る。）、第３款（民生

費）、第４款（衛生費）（第１項（保健衛生費）に限る。）、第９

款（教育費）、特別会計（国民健康保険特別会計、後期高齢者医療

特別会計、介護保険特別会計）、実質収支に関する調書（国民健康

保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計）

４ 閉 会

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

出席委員（８名）

委員長 田中 義法

副委員長 矢口 勝雄

委 員 吉田 千鶴子

委 員 鈴木 一彦

委 員 勝田 達也

委 員 福田 勝夫

委 員 平岡 房子

委 員 根本 法子

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

欠席委員（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者（２２名）

保健福祉部長 水田 和広

社会福祉課長 川村 明弘

障害福祉課長 白田 博規

高齢福祉課長 中山 悟

国保年金課長 武井 衛

健康増進課長 佐藤 千加子

こども未来部長 真家 達成

こども政策課長 細野 賢司

こども包括支援課長 直井 洋明

保育課長 塚本 富美代

教育部長 加藤 史子
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参事 中島 健一郎

教育総務課長 山口 晃一

学務課長 塚本 耕司

学校給食センター所長 渡辺 直子

生涯学習課長 矢内 良則

図書館長 武藤 修美

文化振興課長 佐賀 憲一

博物館副館長 関口 満

上高津貝塚ふるさと歴史の広場副館長 比毛 君男

スポーツ振興課長 日髙 寿志

指導課長 郡司 茂樹

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

主 幹 高橋 陽平

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

傍聴者（なし）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○田中委員長 おはようございます。ただ今より予算決算委員会文教厚生分科会を開

会いたします。委員会室内においては、体調管理のために水分補給を許可します。委

員の皆様にお願いです。本日は決算の審査となります。決算書に記載の事業や金額等

への質問になるようお願いいたします。また、審査の中で分科会長報告の中に意見と

して入れたい事項がありましたら、発言をする時に意見として入れたいとお願いいた

します。お手元の決算進行表に基づき進めていきます。特別会計に関連がない執行部

におきましては、特別会計が始まる前に退出いただきたますので、よろしくお願いい

たします。それでは、早速審査に入ります。第２款総務費、第１項総務管理費からお

願いいたします。

○矢内生涯学習課長 それでは、説明させていただきます。サイドブックスの本会議、

令和７年、第３回定例会、事前配付資料、令和６年度土浦市歳入歳出決算書のほうを

お願いいたします。決算書の７４ページをお願いいたします。第２款総務費、１項総

務管理費、１目一般管理費のうち、備考欄の中頃にございます亀城プラザ管理運営事

業について説明いたします。亀城プラザは指定管理により運営しており、施設の管理

運営費が主な経費でございます。１２節委託料は、指定管理先であります産業文化事

業団への委託料と建築基準法に基づきます３年に１度の建物の定期点検委託料です。

指定管理者の職員の人事異動に伴う人件費の減により、指定管理料を減額補正してお

ります。１４節工事請負費につきましては、地下駐車場入口のシャッターが経年劣化
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により開閉作動ができなくなり、その開閉機の更新工事に伴う経費でございます。総

務費の説明は以上です。

○田中委員長 ただ今の説明について何か御質問等ございますか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なければ、次に進めます。第３款民生費、第１項社会福祉費をお願い

いたします。

○川村社会福祉課長 それでは、決算書１０８ページをお願いいたします。３款民生

費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費の主な歳出について、備考欄にて御説明を

いたします。まず上から二つ目の援護事務事業につきましては、令和６年１０月２０

日に行いました戦没者追悼式の費用と土浦市遺族会への運営事業補助金となってお

ります。その下、行病死亡人取扱事業は、昨年度引取り手のない死亡人１６件の葬儀

を行った事業費等となっております。１０９ページをお願いいたします。上から二つ

目の地域福祉推進事業は、民生委員児童委員の活動に関する支出が主なものでして、

民生委員、児童委員２４０人分の補助金を民生委員協議会運営補助金として支出をし

ております。その下、社会福祉施設管理運営事業は、土浦市社会福祉協議会への社会

福祉センター及び新治総合福祉センターの指定管理料と福祉バス運営委託料などの

ほか、社会福祉協議会職員の人件費等への補助金となっております。１１０ページお

めくりいただきまして、上から三つ目の多機関協働事業、こちらは単独の支援機関で

は対応が難しい複雑化複合した事例について、地域包括ケアシステム、ふれあいネッ

トワークを元に他機関で支援を行うものでして、社会福祉協議会に委託をしておりま

す。下から二つ目、物価高騰対応重点支援給付金給付事業、こちらは７月に非課税世

帯１世帯当たり１０万円、さらに、２月に追加支援として３万円を給付したものでご

ざいます。説明は以上ですけれども、国民健康保険特別会計繰出金と介護保険特別会

計繰出金、後期高齢者医療特別会計繰出金につきましては、当該特別会計への繰出金

となってございます。詳細につきましては、それぞれの特別会計にて御説明をさせて

いただきます。

○武井国保年金課長 ２目国民年金事務費について御説明いたします。国民年金事務

費は国からの法定受託事務に係る経常的な経費で、人件費が主なものでございます。

執行率につきましては、９９．３％となっております。２目の説明は以上でございま

す。

○白田障害福祉課長 引き続き１１２ページの下段、３目障害福祉費について御説明

いたします。障害福祉費は、障害者総合支援法に基づきます障害福祉サービスや各種

福祉手当などに係る費用が主なものになります。補正予算につきましては、障害福祉

サービスの支給に係る予算の不足による増額補正、また、これらの福祉サービス事業
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支給事業に係ります令和５年度の国庫補助額が確定したことにより、発生しました償

還金に要する補正でございます。それでは、障害福祉費の歳出の主なものを御説明い

たします。１１２ページ、障害福祉費備考欄の一つ目の事業、障害者ふれあい事業で

すが、これは障害児者や保護者がほかの障害者との相互理解や福祉サービスについて

見識を深めるため、毎年実行委員会にて実施しています交流キャンプ実施事業がござ

いますが、この事業の市職員の派遣と活動に対しての補助金を交付している事業でご

ざいます。１１３ページお願いいたします。備考欄の中段、上から五つ目の事業、障

害者福祉対策事業ですが、この事業の支出の多くは１２節の委託料で、障害者の日中

の活動の場として、うらら５階に設置し、土浦社会福祉協議会にて運営を委託してお

ります障害者自立支援センターの指定管理者指定管理料になります。このほか、１９

節扶助費の二つ目と三つ目に記載のあります障害者手帳の取得申請時に必要な医師

診断書の作成費用助成が主な項目で、このほか備考欄記載のとおりでございます。１

１４ページお願いいたします。備考欄の中ほど下から二つ目の事業、障害者自立支援

給付事業は、障害者総合支援法における重要な部分になります。障害者自立支援給付

には障害のある方が地域生活を進めていく上での様々なメニューがございまして、障

害のある方の居宅に訪問して支援を行います介護給付や就労訓練を行う訓練等給付

がございます。障害者自立支援給付費支給事業はサービスの利用に係る費用の公費負

担でございます。つづきまして、１１５ページお願いいたします。備考欄二つ目の記

載の事業の自立支援医療給付事業は、障害の除去、軽減に係る医療について医療費の

助成を行っております。主な医療としては、人工透析や心臓ペースメーカー埋込み手

術などがございます。１１６ページお願いいたします。備考欄の二つ目に記載の事業、

日中一時支援事業は、障害のある方やその家族が日中に一時的に支援を受けるための

サービスになります。具体的には家族が就労や一時的な休息をとるため、障害のある

方の活動の場を提供いたしております。障害サービス事業所と委託契約を行いまして、

利用実績により支払いを行っております。つづきまして、備考欄中段の事業、生活支

援事業は、精神に障害のある方の日中活動の場の提供などを行い、社会復帰等を支援

する事業です。具体的には、障害福祉サービス事業所のほびき園と委託契約を結びま

して、土浦駅東口にございます、ほびき園サテライトにてサービス提供を行っており

ます。障害福祉の御説明は以上でございます。つづきまして、１１６ページ、４目つ

くしの家管理運営費について御説明いたします。つくしの家管理運営費は、本市が直

営しております障害福祉サービスの事業所の土浦市つくしの家の管理運営費でござ

います。当該事業所は障害福祉サービスを提供する事業所として、知的に障害のある

方に障害者総合支援法に基づく支援サービスのうち、就労継続支援と生活介護の二つ

のサービス提供を行っております。まず補正予算でございますが、３８３万８，００
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０円増額しております。これは、職員の人件費でございます。つぎに、予算の流用で

ございますが、４０万７，０００円を障害福祉費より流用しております。これは、つ

くしの家と隣接します療育支援センター、こちらの２階との間に渡り廊下がございま

して、この通路と建物に段差があるため、車椅子利用者がこの通路を利用する際に障

害となっていたため、予算を利用し改修を行ったものでございます。それでは、歳出

の主なものを御説明いたします。１１６ページ備考欄を御覧ください。二つ目の事業、

つくしの家管理運営事業の主な歳出について御説明いたします。１節報酬は、つくし

の家への嘱託医及び支援員等の会計年度任用職員の報酬でございます。備考欄の一番

下の１０節需用費の最後に記載になります賄材料費は、利用者への給食提供に係る食

材購入のための費用でございます。１１７ページお願いいたします。備考欄上から二

つ目の１２節委託料は記載にありますとおり、機械警備委託など施設の維持管理に係

ります定例的業務委託７件でございます。つづきまして、１８節負担金補助及び交付

金は、茨城県社会福祉協議会など各種協議会の加盟負担金及び研修会の参加費でござ

います。つくしの家管理運営費の御説明は以上でございます。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございますか。

○鈴木委員 １１３ページのまず１２節委託料の不用額と１９節の扶助費の不用額

が結構大きいような気がするんですが、これはどのような理由でこうなったのか教え

てください。

○白田障害福祉課長 こちらの委託料ですが、主に先ほど御説明した社会福祉協議会

との委託の中で社協のほうが主に人件費のほうにかかってくるわけなんですが、社会

福祉協議会の職員配置の関係で、当初予定した額に対して必要とする額が少なくなっ

た場合などにこちらを返還していただくような、社会福祉協議会だけそういうやり方

をしておりまして、その額が変更契約ということで減額になりまして、不用額として

処理させていただいております。

○鈴木委員 あと１９節の扶助費が７，０００万ぐらい。これも同じように説明をお

願いします。

○白田障害福祉課長 こちらの扶助費のほうですが、国で定めております障害福祉サ

ービスの支給が主なものになってくるんですが、当初予定していたものに対して実際

支給がなかったということで、ちょっと額は大きくなってしまうんですが、年間の予

算で確保する関係上、不用額のほうが大きくなってしまっている状況でございます。

○田中委員長 ほかにございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なければ、次に進めます。第５目老人福祉費よりお願いいたします。
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○中山高齢福祉課長 １１７ページをお願いいたします。５目老人福祉費について説

明させていただきます。老人福祉費につきましては、高齢者福祉サービスや高齢者の

生きがいづくり、老人福祉センターの管理運営など、高齢者福祉に要する費用となり

ます。執行率につきましては、９０．６％でございます。左側の枠、補正予算２，９

３４万２，０００円につきましては、物価高騰により施設運営上大きな影響を受けて

いる市内の高齢者福祉施設に対する高齢者福祉施設等支援事業及び老人福祉センタ

ーうららのエアコン更新工事などの分でございます。翌年度繰越額・繰越明許費につ

きましては、土浦市ふれあいセンターながみねの高圧ケーブルＰＡＳ更新工事の期間

延長で、令和７年度に繰り越したものでございます。これにつきましては、今年７月

末に終了しております。それでは、歳出の主なものにつきまして御説明させていただ

きます。１１７ページの最後から１１８ページになりますので、よろしくお願いいた

します。備考欄の老人福祉対策事業につきましては、結婚後５０年の金婚を迎えた

方々をお招きして行う金婚をたたえる集いや１００歳を迎えられた方々などをお祝

いする敬老事業に係る経費、老人福祉センター３か所とふれあいセンターながみね、

真鍋事務庁舎の施設整備、修繕に係る修繕料、高齢者クラブ活動費やシルバー人材セ

ンターに対する補助金のほか、高齢者や介護者が健康保持と心身の安らぎを得られる

よう、はり・きゅう・マッサージ施術費の一部を助成する、はり・きゅう・マッサー

ジ施設助成費や６５歳以上の要介護４又は５の認定を受けている方で福祉施設に入

所してない方に支給される寝たきり老人福祉手当などの扶助費が主なものでござい

ます。１１８ページの最後から１１９ページになりますので、よろしくお願いいたし

ます。高齢者福祉計画及び介護保険事業計画管理運営事業につきましては、会議時の

報酬で謝礼でございます。老人ホーム入所措置事業につきましては、在宅で日常生活

を営むのに支障がある高齢者に対し心身の状況、その置かれている環境等を総合的に

勘案し、養護老人ホームでの措置を実施する事業でございます。現在１名が措置入所

中です。次の社会福祉協議会事業につきましては、社会福祉協議会に委託している事

業、老人福祉センター３か所の指定管理料及び送迎バス運転に係る委託料のほか、社

会福祉協議会に対する人件費などの補助金でございます。次の高齢者補聴器購入費助

成事業につきましては、令和５年度からの事業で、聴覚の低下により日常生活に支障

がある高齢者に対し補聴器購入費用の一部を助成する事業で、対象は市内居住の６５

歳以上の方で、聴力の低下により日常生活に支障がある身体障害者手帳の交付を受け

ていない方を対象とし、購入費の２分の１、上限２万円を助成するものでございます。

令和６年度は１５０人分助成いたしました。次の社会福祉法人等利用者支援事業につ

きましては、社会福祉法人自らが低所得者に対し訪問介護、通所介護、ショートステ

イ、特別養護老人ホーム入所に係る利用者負担額を軽減した場合に、軽減額の一部を
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助成し、介護保険サービスの利用促進を図るもので、本事業を実施する社会福祉法人

に助成するものでございます。８事業所、８２件の助成を行いました。次の介護サー

ビス特別事業につきましては介護保険の居宅サービス、月当たりの支給限度額が定め

られており、その額を超えた分は自己負担分となりますが、要介護４又は５の方につ

きましては限度額を超えたサービス費の一部を助成する本市独自のサービスで、５６

件の助成を行いました。次の居宅介護サービス利用者負担額助成事業につきましては、

低所得者に対する軽減策として居宅介護サービスの利用者負担額の一部を助成する

本市独自のサービスで、１万８，５８９件の助成を行いました。飛びまして、ふれあ

いセンターながみね管理運営事業につきましては、ながみねの指定管理料が主なもの

でございます。１２０ページをお願いいたします。高齢者移送サービス事業につきま

しては、土浦地区タクシー協同組合が運営するデマンド型福祉交通、のりあいタクシ

ー土浦の年会費の一部を助成するための経費でございます。次の地域包括支援センタ

ー運営事業から１２１ページの地域包括支援センター運営協議会事業までの８事業

が重層的支援体制整備事業に位置付けられたものでございます。地域包括支援センタ

ー運営事業につきましては、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続すること

ができるよう、高齢者のニーズや状態に応じてサービスが切れ目なく提供するための

総合相談支援事業、権利擁護等の業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業を

市内２か所の地域包括センターに委託しております。その運営のための委託料、そし

て、市内の中学校地区に設置してある包括支援センターのブランチの運営委託が主な

ものでございます。飛びまして、生きがい対応型デイサービス事業につきましては、

市内の中学校８か所で高齢者の健康や生きがいづくりに資する講座や趣味活動等、憩

いの場を提供する生きがい対応型デイサービス事業を実施する団体に助成している

ものでございます。次のシルバーリハビリ体操事業でございますが、高齢者が要介

護・要支援状態にならないように、地域における住民主体の介護予防活動の育成、支

援を行うための経費で、シルバーリハビリ体操教室運営の委託料が主なものでござい

ます。飛びまして、１２１ページをお願いいたします。生活支援体制整備事業でござ

いますが、地域の実情に応じた多様な主体による多様なサービスを創出するための取

組で、市全域及び中学校区での協議会の運営等事業を地域包括センターへ委託してお

ります。飛びまして、国庫支出金返還金、次の県支出金につきましては、御覧のとお

り返還金でございます。次のひとり暮らし老人等緊急通報システムにつきましては、

一人暮らしの老人等の急病、事故、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため

の緊急通報装置を貸与しているものでございます。老人福祉センター事業につきまし

ては、老人福祉センター３館とふれあいセンターながみねの環境整備事業でございま

す。老人福祉費の説明は以上でございます。
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○武井国保年金課長 つづきまして、１２１ページから１２２ページにわたります６

目医療福祉費について御説明いたします。小児・ひとり親家族・妊産婦・重度心身障

害者等に対する医療福祉費支給制度、通称マル福に係る経費でございます。令和６年

度受給対象者数は２万３，２３８人、前年度比で４９１人、２．１％の減となってお

ります。しかしながら、１９節の扶助費は昨年１２月中旬からインフルエンザの患者

報告数が警報レベルで増加し、当初予算では不足が生じるおそれがあるため、３月議

会で２，９０５万８，０００円の増額補正を行いました。執行率につきましては、９

７．２％でございます。つづきまして、１２３ページをお願いいたします。１２３ペ

ージ下段になりますが、８目後期高齢者医療給付費でございます。令和６年度被保険

者数は２万３，８２５人、前年度比で５５１人、２．４％増となっております。後期

高齢者医療給付費は、後期高齢者医療制度を運営する茨城県後期高齢者医療広域連合

への負担金でございます。執行率につきましては、９９．７％でございます。１８節

負担金補助及び交付金の備考欄１行目に記載の後期高齢者医療広域連合市町村負担

金は広域連合の人件費や事務経費等に対する負担金で、また、その下の後期高齢者医

療給付費市町村負担金につきましては医療給付費に係る負担金でございます。８目の

説明は以上でございます。

○川村社会福祉課長 同じ１２３ページ一番下、９目生活困窮者自立支援事業費でご

ざいます。本事業は経済的に困窮し、最低限の生活を維持できなくなるおそれのある

生活困窮者に対しまして生活保護に至る前の段階から支援を行い、自立促進を図るも

のでございます。１２４ページお願いいたします。一つ目の自立相談支援事業は自立

に向けた相談体制を確立する事業でして、社会福祉協議会に委託をして実施をしてお

ります。その下、生活困窮者支援等のための地域づくり事業、こちらは地域住民によ

る共助の取組の活性化を図るものでして、こちらも社会福祉協議会に委託して実施を

しております。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○矢口副委員長 １２１ページの老人福祉費の中の老人福祉センター等整備事業に

ついて伺います。１１８ページの箱の中では繰越明許となっている部分がありますけ

れども、この内容等をちょっと決算から外れるかもしれませんけど、今年度繰り越し

た分の進捗についてお伺いします。

○中山高齢福祉課長 繰越しのほうにつきましては、ながみねの高圧ケーブルＰＡＳ

の更新工事のほうでございまして、期間内に工事が終わらなかったということで、７

年度に繰り越したものでございます。なお、この工事につきましては、本年の７月に

終了しております。
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○鈴木委員 今のところにおそらく関連してくるのかなとは思うんだけど、同じく老

人福祉費の中の不用額が５，１００万くらいあって、中身を見ていくと、１２節委託

料で３，９００万、大体８割くらいが委託料の中の不用額が占めてるんだけど、ここ

の理由がちょっと分かりづらいので、説明をお願いしたいです。

○中山高齢福祉課長 申し訳ありません、確認して御報告したいと思います。よろし

くお願いいたします。

○福田委員 １１９ページ、２款５の備考欄のところの上から二つ目の社会福祉協議

会事業委託料で愛の定期便とあるんですが、これはどんな事業なのでしょうか。

○中山高齢福祉課長 一人暮らし高齢者宅にヤクルトを届けていただく事業でござ

いまして、週２回ほどヤクルトを届けて安否確認をするという事業でございます。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なければ、次に進みます。第２項児童福祉費よりお願いいたします。

○細野こども政策課長 同じく１２４ページ、２項児童福祉費について説明をいたし

ます。１目児童福祉総務費は、こども未来部職員の人件費のほか、家庭児童相談やこ

ども計画策定に関する事業などの経費でございます。執行率は、９７．７％でござい

ます。主な事業を説明いたします。児童福祉対策事業は児童の保護、虐待等の対応に

関する業務の経費で、１節報酬は家庭児童相談員２名分の報酬でございます。つづき

まして、１２５ページに移りまして、こども計画策定事業は令和７年度からの土浦市

こども計画策定に係る経費で、１節報酬は審議機関である子ども・子育て会議に出席

された委員報酬のほか、アンケート集計業務等で雇用した会計年度任用職員の報酬で

ございます。また、基礎資料となるアンケートについては、こども家庭庁からの計画

策定のガイドラインの提示を受けてからの実施となったために、６年度にずれ込みま

して、非常勤職員の報酬や関連する事業費、役務費を繰り越しております。その下の

こども政策管理事業の２２節償還金利子及び割引料の民生費寄付金返還金は、事業者

からの寄付済みの寄付金を通常の寄付から企業版ふるさと納税への切替えの申出が

あったことから、一旦事業者に返還したものでございます。なお、返金処理後に寄付

金は、ふるさと土浦応援寄付金の科目に歳入として受け入れております。２４節積立

金は、こども政策課と教育委員会で受けた寄付金に運用利息を合わせまして、こども

未来基金へ積立てを行ったものでございます。つづきまして、１２６ページをお願い

いたします。児童福祉対策費は主に妊娠から出産、子育てまでの切れ目ない支援や子

供の貧困対策などの事業に係る経費で、執行率は９６．１％でございます。主な事業

を御説明いたします。中段にありますファミリーサポート事業、こちらは地域の子育

て支援制度で、子育ての援助を受けたい人と援助を提供したい人が会員登録をしまし
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て、保育施設への送迎や放課後児童クラブ終了後の預かりなどを有償で行う仕組みで、

社会福祉協議会へ委託しております。６年度は利用会員が１７名、協力会員が７８名

で、利用実績は延べ５９２件となっております。つづきまして、二つ下の子供の学習

支援事業、こちらは貧困の連鎖による学習機会の喪失、これを防止することを目的と

した学習塾でして、生活困窮世帯の児童を対象としております。社会福祉協議会とＮ

ＰＯ法人へ業務委託をしておりまして、社会福祉協議会が４か所、ＮＰＯ法人が１か

所で、週に１度、２時間程度の開催となっております。２２節の償還金利子及び割引

料は、前年度実績に基づく精算の返還金でございまして、３月議会で補正をしており

ます。つづきまして、１２７ページをお願いいたします。下から３番目になります結

婚支援事業は少子化対策強化の観点から行うもので、１８節負担金補助及び交付金の

少子化対策事業運営経費負担金は、いばらき出会いサポートセンターへの運営費に係

る負担金で、県内全市町村が人口割等に負担をしております。この団体は茨城県と一

般社団法人茨城県労働者福祉協議会が共同設立したもので、会員制による婚活支援、

マリッジサポーターによる相談仲介などを行っておりまして、また、ＡＩマッチング

システムを導入しまして成婚数も増加傾向にございます。補助金の結婚新生活支援事

業費補助金は新婚世帯の新生活を経済的に支援するため、引越し費用や敷金、礼金な

どの住宅賃貸初期費用を補助するもので、令和６年度の支給実績は２９件となってお

ります。一番下になります産後ケア事業、１２８ページにかけまして、こちらは産後

のケアが必要な母子に対しまして宿泊や通所にて助産師等による専門的な支援や保

健指導を実施するもので、今年７月１日現在で１１か所と委託契約をしております。

つすきまして、上から二つ目出産子育て応援事業の経済的支援とその下の伴走型相談

支援、こちらは国の令和４年度第２次補正予算により事業開始となったものでござい

まして、妊娠から出産、子育てまで切れ目のない支援を行うために、伴走型の相談支

援と経済的支援を一体的、効果的に実施する事業でございます。経済的支援は妊娠届

出時に５万円、出産後に子供１人につき５万円を給付するもので、支給実績は、妊娠

が８１５件、出産が７４１件の合計１，５５６件となっております。また、伴走型相

談支援は保健師、助産師等の専門職が面談を行い、必要な支援につなげるもので、主

に会計年度任用職員の助産師に係る人件費でございます。２２節償還金利子及び割引

料は、４年度から５年度分の精算に伴う返還金でございます。出納閉鎖期間中に確定

したものでございまして、当初予算には計上していなかったために、児童手当費から

の流用により対応をいたしました。なお、この制度は、今年度から妊婦のための支援

給付として法制度化されております。その下のマタニティタクシー利用料金助成事業

は、妊産婦の経済的負担の軽減を図る目的として検診などに利用するタクシー料金の

一部を助成するものでございます。５００円のチケットを４０枚、２万円分を交付し
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ておりまして、１回に使用できる枚数の制限はございません。利用しやすいように助

成内容を見直した結果、助成総額は見直し前の３年度実績、こちらの約６．５倍に伸

びております。つすきまして、３目児童手当費は、児童手当支給に係る費用でござい

ます。児童手当支給事業について、児童手当は昨年１０月から制度が抜本的に拡充さ

れました。改正内容としまして高校生年代まで支給期間の延長、第３子以降の手当額

の増額、所得制限の撤廃、支給回数の年３回から６回への変更となりまして、今年３

月の支給対象児童数は１万７，３７２名で、改正前と比較しまして約４，３００名増

加しております。制度改正によりまして改正内容の周知や新たな申請、そして、支給

事務に係る電算委託などの事務経費が必要になることから、１１節役務費、１２節委

託料につきまして６月議会において増額の補正２４９万６，０００円をしております。

この経費は、児童手当制度改正円滑化事業としまして全額が国の補助対象となってお

ります。１２９ページをお願いいたします。１９節の扶助費は支給した児童手当総額

でございまして、延べ１７万２，４４７件分でございます。制度改正により不足が見

込まれたために、１２月の議会において、１，２９３万５，０００円の増額の補正を

しております。つづきまして、低所得者の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に

つきまして、こちらの２２節償還金利子及び割引料は５年度に国が物価高騰対策とし

て実施しました低所得の子育て世帯への特別給付金の精算による返還金でございま

す。当初予算化していなかったために、３月議会で増額の補正をしてございます。つ

づきまして、４目母子父子福祉費は、母子父子家庭等への支援対策に係る経費の執行

でございます。児童扶養手当支給事業の児童扶養手当は離婚などによる１８歳未満の

子供を養育しているひとり親などに支給されている手当でございまして、６年度末の

認定係数は１，２７６件となっております。４月以降の支給月額の引上げ、１１月か

らの制度改正に伴いまして扶助額に不足が生じることから、１２月議会で３，３８５

万５，０００円の増額補正をしております。その二つ下になります高等職業訓練促進

給付金事業、こちらはひとり親世帯の生活自立を目的としまして、就職に有利な資格

を取得する期間中の生活費の支援としまして、４８か月を上限に給付金を支給するも

のでございます。６年度の支給対象は前年度からの継続者８名と新規の４名を合わせ

まして、１２名となっております。給付額は非課税世帯は月額１０万円、課税世帯が

７万５００円となっておりまして、随時申請することができますが、当初予算時の見

込みに比べまして給付額の低い課税世帯の申込みが多かったことから、３月の議会で

２８８万２，０００円の減額補正をしております。母子父子福祉費は以上でございま

す。

○塚本保育課長 ５目保育所費から７目児童館費について順次説明をさせていただ

きます。１３０ページをお願いいたします。５目保育所費につきましては、公立の保
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育所４所と認定こども園１園の管理運営や地域子育て支援センター事業などに係る

経費で、予算に対する執行率は９２．２％でございます。認定こども園土浦幼稚園整

備事業の完了により前年度と比べまして、３億２，２００万円、２９．５％の減とな

っております。補正予算額の内容につきましては職員人件費で、主な内容は人事院勧

告による給与改定により、２月臨時会で増額補正を行っております。不用額につきま

しては、保育所管理、障害児保育、認定こども園土浦幼稚園の各事業において、当初

予定しておりました会計年度任用職員の保育士の配置数について実績を下回ったこ

とのほか、光熱水費等において物価上昇等を見込み計上しておりましたが、想定額を

下回ったことが主な要因となっております。それでは、主な事業について御説明をさ

せていただきます。１３２ページをお願いいたします。備考欄の下から二つ目の公立

保育所等主食提供事業は、３歳児から５歳児の給食での保護者負担軽減のため、主食

を施設で提供し、完全給食を実施したものでございます。令和５年１０月から土浦幼

稚園で実施しておりまして、本事業は６年度から実施した神立保育所分及び７年度か

ら実施するための荒川沖、天川保育所の消耗品、備品等に係る経費でございます。備

品等について当初の予定価格よりも安価での購入により、予算に対する執行率は５１．

８％となっております。次の段、備考欄の医療的ケア児保育支援事業は、公立保育所

等において医療的ケア児を受け入れる体制を整備したものでございます。５年度から

の継続児童である荒川沖保育所１名、６年度新規受入れの土浦幼稚園１名、計２名を

受け入れており、その対応看護師の人件費でございます。１３３ページをお願いいた

します。備考欄上から四つ目、公立保育所ゲストティーチャー事業は６年度新規事業

で、特色ある保育として外部講師による英語教室、自転車教室、体育教室を実施して

おります。１３４ページをお願いいたします。６目私立保育園費は、市内分園を含む

民間保育所１８か所、認定こども園１２か所、地域型保育施設のほか、市内の児童が

通園している市外の保育施設の運営に係る経費等で、予算に対する執行率は９０．

５％でございます。民間保育所及び認定こども園に対する給付額について、公定価格

の増などにより前年度と比べて、３億９７３万円、７．６％の増となっております。

補正予算額の主なものは、１２月議会において５年度分の国庫負担金確定に伴う返還

金が生じたことによる増額補正及び３月議会において民間保育所等に対する給付費

等について、当初見込みより実績額が上回る見込みのため増額補正を行っております。

また、繰越明許費２億３，５９９万２，０００円につきましては、私立保育園整備事

業における霞ケ岡保育所の民間移管に伴い、事業者に対する新園舎建設に係る補助金

について年度内工事完了が見込めず、７年度に事業を繰り越したものでございます。

なお、不用額につきましては、各施設の給付額において実績額の見込みが下回ったた

め、不用額が多くなっております。こちらにつきましては３月の確定時に公定価格等
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の差額分を確定して市は支給いたしますが、３月分の支払いが出納閉鎖時期までかか

るものですから、不用額が多くなってございます。それでは、主な事業としまして、

当初予算にはなく年度中に補正等を行った事業につきまして御説明をさせていただ

きます。１３６ページをお願いいたします。備考欄の上から１番目になりますが、多

様な事業者の参入促進・能力活用事業は、地域の教育、保育需要に沿った教育保育施

設を子ども・子育て支援事業の量的拡大を進めるための事業で、幼児教育、保育の無

償化を受けてない施設等を利用する満３歳児以上の幼児の保護者が支払う保育料の

一部を補助するものでございます。当初予算では利用している児童がいなかったため、

予算計上しておりませんでしたが、つくば市のインターナショナルスクールを利用す

る児童が確認されたため、流用にて対応をしております。備考欄２番目、私立保育園

施設等送迎バス安全装置設置事業につきましては、令和５年度に実施した市内民間保

育所等で使用する送迎用バスの降車時にバス内に児童が置き去りになることを防ぐ

ため、安全装置を設置した事業でございますが、精算の結果、国庫交付金の一部返還

が生じたため、予算を流用し対応しております。また、備考欄４番目、国庫支出金返

還事業は、同じく令和５年度に実施した子ども・子育て支援交付金について精算の結

果、一部返還が生じたため、１２月に増額補正を行っております。つづきまして、７

目児童館費につきましては市内３か所の児童館の運営、管理に関する経費で、予算に

対する執行率は、９７．７％でございます。人件費の増などにより前年度と比べて、

１，９６１万円、２１．２％の増となっております。補正予算額につきましては人件

費になりますが、人事異動に伴う伴う１２月補正及び給与改定に伴う２月臨時会でそ

れぞれ増額補正を行っております。流用につきましては、ポプラ児童館のエアコンが

故障したため、予備費等から流用し更新をしております。１３６ページから１３８ペ

ージまで、市内にある３児童館のそれぞれの管理運営事業になります。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○鈴木委員 今日はちょっと不用額に目をつけながら質問をしているんですけれど

も、まず保育所費のほうで二つ質問します。１個目が保育所費のほうの不用額です。

これが６，５００万ぐらい。分母が大きいので、執行率は良いと思うんですけど、こ

の辺の主な要因というのは何なのでしょうか。

○塚本保育課長 こちら不用額につきましては、主な内容としてまずは会計年度の人

件費が主なものになります。当初予定をしておりましたけれども、予定を下回っての

配置で済んだことが一つの要因となりまして、特に土浦幼稚園が当初の６年度が初め

ての開園からの１年通しての期間になりますことから、人件費のほうを多めにちょっ

と予算を計上しておりまして、その分が通常よりも人数減で採用して運営ができたた

めに、人件費が減となっています。そのほかに光熱水費等につきましても、年間通し
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ての予定だったものですから、多めにちょっと計上させていただいておりましたけれ

ども、当初見込みよりも減額で済んだために、不用額が多くなってございます。

○鈴木委員 確認なんですが、保育士さんのほうが足りなくて人件費が出なかったの

ではなくて、想定よりも低い人数できちんと回せたという理解でよろしいですか。

○塚本保育課長 はい、そのとおりでございます。

○鈴木委員 同じように私立保育園費のほうの不用額で、これは詳しい説明があって

大体理解できました。要は会計年度で区切って、その後不用額が出てしまったんだけ

ども、実際この不用額はその後支払って、実際はもうちょっと減ってるんですか。こ

の決算書を作る段階での金額で、この後この不用額は動かないままなんでしたっけ。

○塚本保育課長 不用額のほうは決算締めですので、こちらから動くものではござい

ません。

○鈴木委員 そうすると、その後に支払が発生しているというものも幾つかあるんで

すか。それは次年度に出てくるんでしょうけれど。

○塚本保育課長 基本的には出納閉鎖時期までに３月分を支払いますので、支払うこ

とはないんですけれども、一時預かり事業等において保護者が６年度中に支払った保

育の一部負担を保育課のほうで支払っているんですが、そういったものについては保

護者の請求が出納閉鎖後の新年度になってから上がってきてる分もありますので、そ

の分につきましては今年度支払うケースもございます。ただ、件数的にはさほどござ

いません。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

○矢口副委員長 １２８ページの出産子育て応援事業の経済的支援のほうをお伺い

いたします。妊娠時と出産時とそれぞれ補助金を出しているという御説明でした。そ

の中で妊娠時と出産時と結構な数の開きがありました。妊娠したけど、残念ながら出

産には至らなかったっていうところが大きいんだと思いますが、この点どのように移

動とか捉えてらっしゃるのかお答えいただきたいと思います。

○細野こども政策課長 先ほどの支給実績で妊娠が８１５、そして、出産が７４１と

いうことでお答えいたしました。この開きということでございます。妊娠につきまし

ては、妊娠届があって支給をするというかたちになっております。また、他市町村か

らの転入によりまして、前の市町村でこの給付金を受けていない方も新たに給付の対

象になっております。出産につきましては年度ということになりますので、例えば３

月に妊娠の届出をした場合には、翌年度の支給ということになりますので、ここで差

が出てくるということでございます。
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○矢口副委員長 今の説明よく分かりました。確認なんですけど、この事業は今年度

始まったから出産までまだ至ってない方が出てきてるということの理解でよろしい

でしょうか。

○細野こども政策課長 こちらの事業につきましては先ほど御説明申し上げました

が、出産子育て応援事業としまして、国の令和４年度の第２次補正予算によりまして

開始になりました。そして、この制度は今年度から引き継ぎまして、妊婦のための支

援給付金ということで新たに法制度化されたものでございます。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なきようであれば、ここで暫時休憩といたします。１１時５分より再

開いたします。

（午前１０時５６分休憩）

（午前１１時５分再開）

○田中委員長 再開いたします。第８目療育支援センター管理費よりお願いいたしま

す。

○直井こども包括支援課長 １３８ページをお願いいたします。下の８目療育支援セ

ンター管理費です。療育支援センターでは、お子様の健やかな発達を支援するため、

発達に支援が必要なお子さんの発達に関わる相談や指導等の支援を行う児童発達支

援、保育所等訪問支援、障害相談支援などの事業を行っております。療育支援センタ

ー管理費は、上高津にある療育支援センターの施設管理費となっております。１３９

ページをお願いいたします。９目つくし学園費です。つくし学園費は、療育支援セン

ターの職員に係る人件費及び児童発達支援センターの機能を持つ、つくし学園の運営

経費となっております。１４０ページをお願いいたします。１０目つくし療育ホーム

費は同じく児童発達支援を行う、つくし療育ホームの運営費で、こちらも人件費が主

なものとなっております。１４１ページ、１１目幼児言葉の教室費は、保健センター

で児童発達支援を行っている幼児言葉の教室の運営費です。１節報酬につきましては

会計年度任用職員８名分の報酬ですが、実績減のため減額補正を行っております。１

４２ページをお願いいたします。１２目早期療育相談費は保健センターで発達に関わ

る相談を行っている早期療育相談に係る運営費です。１節報酬につきまして、会計年

度任用職員４名分の報酬となっております。

○塚本保育課長 １３目放課後児童費について御説明させていただきます。１３目放

課後児童費につきましては市内１６小学校の放課後児童クラブ及び放課後子供教室

の管理運営に係る経費で、予算に対する執行率は９８．０％でございます。児童クラ

ブ及び放課後子供教室運営委託料や神立小学校第４児童クラブ整備工事費の増によ
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り前年度に比べて、１億２，０２３万円、４２％の増となっております。補正予算額

の主なものは、児童クラブ運営業務委託料及び神立小学校第４児童クラブ室の実施設

計委託料について入札差金が生じたため、３月議会において減額補正をしております。

それでは、主な事業としまして、当初予算にはなく年度中に補正していただいた事業

について御説明をさせていただきます。１４３ページをお願いいたします。備考欄上

から２番目になりますが、国庫支出金返還事業につきましては、１２月議会で令和５

年度に実施した放課後児童クラブ推進事業に係る国庫交付金について一部返還金が

生じたことから、返還金の増額補正を行ったものでございます。

○川村社会福祉課長 １４４ページ一番下、３項生活保護費になります。はじめに、

本市の生活保護状況を申し上げます。令和６年度末の生活保護者は１，３１１世帯、

人数では１，５４５人という状況でございます。対前年度比で見ますと、２９世帯、

２８人増となっております。また、生活保護者の世帯構成としましては高齢者世帯が

６割以上占めておりまして、そのうちの９割が単身世帯となってございます。決算書

の２目扶助費でございますが、備考欄記載にある扶助費と中国残留邦人に対する生活

支援給付金、また、生活保護者が就労して保護を脱却した場合に支給される就労自立

給付金、さらに、生活保護受給世帯の子供が大学等に進学した際に支給する進学準備

給付金、最後に加えまして、日常生活支援住居施設への委託事務費の支出となってお

ります。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○福田委員 １４５ページの３款、２項の備考のところで、御説明を聞きましたが、

中国残留邦人生活支援給付金、中国残留邦人の方は今何人土浦にいますか。

○川村社会福祉課長 福田委員の御質問にお答えいたしますと、３世帯、４名が現在

おります。

○田中委員長 ほかに何かございますか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 ないようであれば、次に行く前に高齢福祉課の中山課長より回答がご

ざいますので、お願いします。

○中山高齢福祉課長 鈴木委員から御質問いただきました１１８ページ、５目老人福

祉費の不用額でございますが、主なものといたしましては、地域包括支援センター２

か所の人件費の戻りが大きかったものが一番の要因でございます。専門職のスタッフ

がなかなかそろわない部分がございまして、その分の人件費の戻りが一番大きかった

ものでございます。そのほか委託している老人福祉センターなどの施設の委託料の戻

りなどが少しございます。

○田中委員長 これも含めて３款のほうで御質疑のほうはございませんか。
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（「なし」という声あり）

○田中委員長 つづきまして、第４款衛生費、第１項保健衛生費よりお願いいたしま

す。

○佐藤健康増進課長 １４５ページを引き続きお願いします。１目保健衛生総務費の

主な歳出につきましては備考欄二つ目の保健衛生事業で、健康増進課とこども包括支

援課の会計年度任用職員の人件費や土浦市献血推進協議会と土浦市医師会附属看護

学院に対する運営補助などが主な歳出となっております。１４６ページをお願いしま

す。２目予防費は、予防接種法に基づく定期予防接種と市独自で行う任意接種及び令

和５年度末で終了した新型コロナワクチン特例臨時接種の残務処理等に係る経費で

す。補正予算額につきましては、令和５年度分の新型コロナワクチン臨時接種に係る

国からの補助金等の超過交付分の返還金やコロナワクチン接種後の健康被害救済の

給付金及び令和６年度から開始となりましたコロナワクチンの定期接種についての

経費につきまして増額補正を行ったものです。繰越額につきましては、コロナワクチ

ンの臨時接種の残務処理に関する人件費や接種の委託料、事務所としておりました生

涯学習館施設使用料などについて令和５年度の予算を繰り越したものです。不用額の

約１億８，０００万につきましては、繰越分の執行が全体的に少なかったこととコロ

ナワクチン定期接種の接種者が見込みより少なかったことによるものです。備考欄二

つ目の各種予防接種事業（子宮けいがん予防接種）は、令和４年度から接種勧奨が再

開され、通常の定期対象者とこれまでに接種の機会を逃した方へのキャッチアップ接

種の実施に係るもので、接種率が大変伸びております。１４７ページをお願いいたし

ます。一つ目の丸、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業は、令和５年度末

で終了した新型コロナワクチン特例臨時接種の残務処理に係る事務経費です。２２節

償還金利子及び割引料の１億４，０００万と次の丸の新型コロナウイルスワクチン接

種事業、これは接種を行った医療機関に支払う委託料になりますが、同じく２２節償

還金の６，９００万につきましては、令和５年度のコロナ特例接種の実績精算による

国への補助金等の返還金です。つづいて、３目地域医療対策費です。一つ目の丸、地

域医療対策事業は在宅診療方式で、休日緊急診療を内科、外科、歯科に委託している

ものと夜間の入院治療を必要とする救急患者への医療を確保するため、土浦協同病院、

東京医大茨城医療センター、霞ヶ浦医療センターへ輪番制により運営をお願いしてい

るものになります。一番下の医療体制強化事業です。１４８ページをお願いします。

こちらは霞ヶ浦医療センターに筑波大学附属病院、土浦市地域臨床教育センターを設

置し、寄付研究部門教員５名分に係る寄付金を筑波大学に支出しているものです。次

の公的医療機関運営支援事業は、公的医療機関である土浦協同病院の救急、小児、周

産期医療等の運営に対する特別交付税制度を活用した補助金の交付です。その次の救
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急医療体制強化支援事業は、市内の２次救急病院の神立病院、県南病院に対する救急

医療体制強化のための補助金の交付になります。つづいて、４目市民健康管理費です。

一つ目の丸、保健対策推進事業は、主に市民の健康づくりのための土浦市食生活改善

推進員、土浦市運動普及推進員等の地区組織活動や健康まつり開催の委託料の支出が

主なものです。二つ目の丸、健康つちうら２１計画策定事業は、健康増進法と食育基

本法に基づく市の計画について令和７年度からの第２次計画の策定に係る支出にな

っております。つづいて、５目健康増進事業費です。健康診査、各種がん検診、健康

相談、健康教育により生活習慣病の予防、疾病の早期発見を図るものとなります。医

療機関での個別検診や集団検診の委託料の支出が主なものです。不用額につきまして

は、各種検診において受診者数の伸びが少なく、見込みまで達しない状況となったこ

とにより、１２節の委託料の支出が減となったものです。

○直井こども包括支援課長 ６目母子保健事業費です。母子保健事業は、母子保健法

に基づき実施する妊産婦及び乳幼児の健診、相談事業などの実施に係る経費が主なも

のとなっております。１２節委託料につきましては、妊婦、乳児健康診査の見込み減

により減額補正を行っております。その上、想定以上に委託料の支出が少なかったた

め、不用額が生じております。それでは、主な事業を御説明いたします。１５０ペー

ジをお願いいたします。二つ目の丸、未熟児養育医療給付事業です。この事業は、指

定療育医療機関にて入院療育を行う未熟児に対して医療に係る費用の自己負担分に

ついて公費助成を行うものでございます。一番下、２歳児歯科検診医療機関委託事業

でございます。２歳児に対して市内医療機関と行う歯科健診の費用となっております。

１５１ページをお願いいたします。２番目の丸、不育症治療費助成事業です。これは

不育症治療に係る費用の一部に対しての助成費用となっております。一番最後、１か

月児健康診査支援事業は、乳児が医療機関で受ける１か月健診の費用の一部に対して

の助成事業です。

○佐藤健康増進課長 つづきまして、７目診療所費です。休日診療所運営事業は、保

健センターに併設されております休日緊急診療所のドクターとスタッフの報酬、医薬

品、医師会及び薬剤師会への業務委託料が主な主なものです。１５２ページをお願い

いたします。保健センター費です。保健センター管理運営費は、土浦市保健センター

と新治分室の施設管理に係るものです。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○矢口副委員長 今のところではなくて、その前の時にちょっと聞きそびれちゃった

んですけど、よろしいでしょうか。

○田中委員長 はい。
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○矢口副委員長 １４４ページの生活保護事業についてお伺いします。扶助費の中で

いつもよく質問していることではあるんですが、医療扶助費がやっぱり突出して多い。

構造的に収入がある方は生活扶助費がその分抑えられるのでこういったこともある

んでしょうけど、やはりこの医療扶助費の多さ、あと世の中でも見る目がこの医療扶

助費に対して厳しいというのもあると思います。もちろん必要なものはきちんと受け

ていただかないといけないんですけど、どうしても過剰診療になりやすい、構造的に

そういう部分があると思うんですけど、適正に診療していただくための取組というの

をお話しいただければと思います。

○川村社会福祉課長 矢口副委員長の御質問にお答えいたします。現在の体制ですと、

生活保護査察指導員、ケースワーカー、医療指導員、レセプト点検員、こういったメ

ンバーがおりまして、生活保護者がどういった医療機関、特に頻回受診といいまして、

月に何度も行ってしまうとか、あと同じ傷病でいろんな医療機関、ドクターショッピ

ングというんですかね。そういったことをしている方は結構いらっしゃいますので、

そういった方のレセプトが全部上がってきまして、その都度指導しておりまして、そ

ういったことがないように医療扶助費の削減に努めているところでございます。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

○吉田（千）委員 １５０ページの不育治療について予算１５万ということなんです

が、何名ぐらいの方が受けられたのか。その辺もし分かれば教えてください。

○直井こども包括支援課長 この費用ですけども、年度で５万円を上限に助成すると

いうもので、３名の方が受けております。妊娠が継続できないということで、そうい

った治療の助成を行っておりまして、なかなか治療的に難しいですし、精神的にもな

かなか大変だと思うんですけれども、女性にかかわらず相談などに乗りましたら、保

健所のほうが丁寧にやっていこうと思っております。

○吉田（千）委員 本当に最後まできちっと見てくださってるという状況が分かりま

して、そこがとても大事だなというふうに思っておりますので、今後とも寄り添う支

援というか、その辺よろしくお願いしたいと存じます。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

○鈴木委員 ここまでの審査に対しての意見書に載せる部分をちょっと述べさせて

いただきます。まず全体的に皆さんが苦労してると思うところは、人件費と燃料費の

高騰で、その反面人手不足というような不確定な要素が多い中での予算の執行、これ

は今審査した保健福祉部、こども未来部において、ものすごく苦労されているという

のがこの決算書を見てうかがえるところです。そのような中で９０％以上の執行率を

維持しているというところは非常に評価できるところで、今後も執行率の向上に向け

て努力をしていただいて、非常に困難な社会情勢、経済情勢の中、円滑に行えるよう
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に私たちもバックアップしますので、引き続きの努力をお願いしたいということを意

見書のほうに入れて欲しいということで、よろしくお願いします。

○田中委員長 ほかに何か御質疑ありますか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 先ほどの鈴木委員の御指摘を委員長報告に入れるということでよろ

しいでしょうか。

（「異議なし」という声あり）

○田中委員長 なきようであれば、暫時休憩といたします。

（午前１１時２８分休憩）

（午後０時３０分再開）

○田中委員長 再開いたします。はじめに、川村課長から説明がございます。

○川村社会福祉課長 少々お時間いただきまして、お手元にお配りさせていただきま

した本庁舎１階窓口受付システムに係るウェブサービスの開始について御報告をさ

せていただきたいと思います。まず現在稼動しております本庁舎１階、市民課から社

会福祉課までございますが、この窓口受付システム、こちらにつきましては庁舎移転

の平成２７年導入後１０年が経過しまして、システムの不具合等頻発していることな

どから、機器の更新を予定してございます。機器更新に当たりましては、市民サービ

ス向上のためにウェブ機能を搭載しました新たな窓口受付システムを導入しまして、

１０月１４日火曜日からサービスを開始する予定となっております。その内容につき

まして簡単に御説明させていただきます。裏面を御覧ください。ウェブ機能参考イメ

ージが三つございます。一つ目が上ですが、混雑情報配信サービスです。ウェブサイ

トで、窓口の混雑状況リアルタイムで配信しますので、御自宅のパソコンやスマホで

窓口の混雑状況をリアルタイムで見ることが可能となります。これにより混雑を避け

て来庁することが可能となります。中段二つ目の順番お知らせメール、こちらは受付

番号を発券した後、自分の順番が近づいたときにメールでお知らせをいたしますので、

その場で待機する必要がなく、例えば待ち時間の間にお近くの店舗で買物するなど待

ち時間の有効活用につながります。最後の三つ目が事前ウェブ予約サービスでござい

ます。１階窓口受付の一部手続におきまして、事前にウェブ上で希望日時を予約する

ことが可能となります。予約をすることで優先的に案内ができるため、待ち時間短縮

につながるものでございます。簡単ではございますが、報告は以上となります。

○田中委員長 この件に関して何か御質疑ございますか。

○矢口副委員長 これは川村課長が報告されたということは、社会福祉課と障害福祉

課の２課の分だけなんですか。
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○川村社会福祉課長 すみません、説明が足りませんでした。１階の窓口全てになり

ます。市民課、こども未来部、保健福祉部、１階の窓口が全てこの切替えとなります。

○田中委員長 ほかにございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 つづきまして、第９款教育費、第１項教育総務費より御説明お願いい

たします。

○山口教育総務課長 決算書の２０２ページをお願いします。９款教育費、１項教育

総務費、１目教育委員会費は、教育委員会の運営に係る経費でございます。右側備考

欄をお願いします。教育委員会運営事業、１節報酬は、教育委員４名分の報酬、その

ほか経常的な支出でございます。２目事務局費は、教育委員会事務局の運営に係る経

費です。備考欄をお願いします。特別職人件費、職員人件費は、教育長及び教育委員

会事務局の職員の人件費でございます。なお、２節給料から４節共済費について、人

事異動に伴う当初予算からの増減により１２月補正を、人事院勧告に基づく給与改定

に伴い２月補正を行っております。２０３ページをお願いします。教育一般管理事業

において、１２節委託料、教育委員会バス運転管理委託料の入札差金を３月に減額補

正しております。２０４ページをお願いします。２４節積立金は、将来的に学校施設

整備費用の財源となる市立学校施設整備基金積立金において利子が当初予算を上回

ったため、３月に増額補正を行っております。次の小学生育英事業は経済的理由によ

り高校進学が困難な生徒に対して奨学資金を給付するもので、見込みより対象者が下

回ったことに伴い３月減額補正を行っております。

○郡司指導課長 ２０４ページからとなります。備考欄上から二つ目の丸、学校教育

指導事業につきましては、市内各学校の教育活動の充実と教育水準の向上を目指す事

業であり、指導課業務全般に関わる経費でございます。主なものといたしまして、１

節報酬は児童生徒の下校時に防犯パトロールを実施するスクールガードリーダー、指

導課内の事務処理を補助する補助員の人件費、１０節需用費は青パトの燃料費のほか、

新１年生に配布するキャリアノート、３年生に配布する私たちの土浦の印刷製本費等

です。また、１８節二つ目の補助金につきましては、市内小中学校教職員で組織され

る土浦市教育研究会に教員の資質向上研修や研究費用、作品展やコンクールなどの運

営費用となります。備考欄次の丸、外国語指導事業につきましては、市内全校に配置

しております外国語指導助手１８名の派遣業務委託料となっております。つづきまし

て、２０５ページ、備考欄の上から三つ目の丸となります。部活動改革推進事業につ

きましては、平日の部活動指導員と部活動改革主任推進委員の人件費、パソコン使用

料となります。備考欄次の丸、スクールロイヤー活用事業につきましては、弁護士に

よる児童生徒へのいじめ予防のための出前事業や、主に各校管理職からの法務相談に
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係る経費となってございます。次の丸、地域スポーツ・文化クラブ運営事業につきま

しては、１２節委託料はスポーツ庁による運動部活動の地域移行に向けた実証事業に

対する委託料となっておりまして、地域クラブ運営団体、土浦市地域クラブ活動推進

協会に再委託し、事務局運営に係る費用やスポーツフェスなどのイベント活動及び事

務局員などの経費となっております。１８節補助金につきましては、委託料同様、地

域クラブ活動運営団体に対しまして本来、地域クラブ会員である参加生徒が支払う受

益者負担額を算出した指導員の人件費等となります。つづきまして、２０６ページ備

考欄一つ目の丸、台南市小学生との交流推進事業は令和６年度よりモデル校として中

村小学校と台南市復興小学校とでオンライン交流を行っており、オンライン交流会で

活用いたしました学校紹介ビデオ制作費となります。つづきまして、三つ目の丸、学

力向上対策事業は、市独自で実施しております標準学力調査と教員が指導力を高め、

事業力改善につなげるための研修会に係る経費でございます。つづきまして、上から

七つ目になります。教育相談室及び宍塚書庫改修事業は、旧宍塚小学校建屋の給水ポ

ンプ改修に係る経費となっております。次の丸、校内フリースクール等支援事業は、

中学校に設置した校内フリースクールを運営する支援に係る人件費となります。

○塚本学務課長 ２０６ページ下から二つ目、事務局関係事業は、教育支援委員会の

委員報酬、学務課の事務用消耗品などが主な経費でございます。次の情報教育関係事

業につきましては、２０７ページをお願いいたします。１２節委託料が主なもので、

教育用パソコンのメンテナンスやＩＣＴ教育支援員４人分の配置などが主な内容で

ございます。つづきまして、教育支援相談員配置事業、こちらにつきましては、教育

的支援を必要とする未就学児や児童生徒の適正な就学先の審議を行います教育支援

委員会におきまして調査資料作成を担当します教育支援相談員３人に係る報酬など

が主な経緯でございます。事務局費は以上でございます。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なければ、次に進めます。第２項小学校費からお願いいたします。

○山口教育総務課長 ２０７ページをお願いいたします。２項小学校費、１目学校管

理費は、市内小学校及び義務教育学校前期課程の管理運営に係る経費でございます。

備考欄をお願いします。小学校管理員配置事業は、学校管理員の人件費です。１節報

酬について最低賃金が改定されたため、１２月に増額補正を行っております。

○郡司指導課長 同じく備考欄上から三つ目の丸、小学校教員業務支援員配置事業に

つきましては、印刷、ドリルの丸付け、また、環境整備などの担任等の業務を支援す

る学校サポーターに係る人件費となってございます。
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○塚本学務課長 一番下の丸、小学校管理事務事業につきまして主なものを御説明い

たします。１０節需用費でございますが、教室の管理対策を推進するため、９月に増

額補正を行いまして、ＣＯ２モニター２５６台を購入し、各学校の未整備の教室に整

備をしてございます。２０８ページをお願いいたします。１２節委託料でございます

が、委託料のうち４項目目のプール学習委託料、また、その次のプール学習バス運行

委託料につきましては、新治学園義務教育学校の前期課程ほか小学校５校の民間プー

ルの利用及びその移動に伴うバス運行経費でございます。なお、委託料の確定により

まして３月に減額補正を行っております。

○山口教育総務課長 一番下の小学校施設管理費は、小学校施設の維持管理に係る経

費でございます。２０９ページをお願いします。１０節需用費、修繕料は上大津東小

学校のエアコン修繕を始め計６１件の施設について補修を実施いたしました。なお、

不足する経費については流用等により対応しております。次の小学校校庭芝生管理事

業は、グラウンドの芝生化を行っている右籾小、土浦小の維持管理に係る経費でござ

います。小学校受変電設備機器更新事業は、真鍋小のＰＡＳ更新工事を行ったもので

す。

○塚本学務課長 つづきまして、一番下の丸、小学校特別支援教育支援員配置事業で

ございますが、小学校に在籍する支援が必要な子供たちを学校生活の中で支援、介助

するために配置します特別支援教育支援員５９人に係る報酬などの経費でございま

す。退職などの理由により３月に減額補正を行っております。２１０ページをお願い

いたします。一番上の丸、小学校校務用ＩＣＴ環境整備事業でございますが、教職員

一人１台の校務処理用パソコン４５３台や校務支援システムなどの使用料が主な経

費でございます。次のスクールバス運行委託事業でございますが、学校の統廃合など

により距離が遠距離となりました四つの小学校の児童に対する通学支援策として運

行しておりますバスの運行経費となります。つづきまして、小学校医療的ケア児支援

事業でございますが、医療的ケアを必要とする児童を支援するため、３人の対象児が

在籍しております小学校に看護師を派遣配置するための経費でございます。

○郡司指導課長 つづきまして、２目教育振興費、一つ目の丸、小学校教育振興事業

につきましては、主に小学校における総合的な学習に係る経費となってございます。

○塚本学務課長 二つ目の丸、小学校学習用ＩＣＴ環境整備事業は、ＩＣＴを効果的

に活用した授業を展開するため、電子黒板システム３３０台や学習系ネットワークの

環境の整備、更新に係る経費でございます。

○郡司指導課長 次の丸、小学校学習用ＩＣＴ活用事業につきましては、ＩＣＴを活

用した学校教育を進める中で教員が教材を子供の端末に送信する際など、著作物利用

を円滑に利用するための事業目的公衆送信補償金となってございます。
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○塚本学務課長 ２１１ページをお願いいたします。丸の一つ目、小学校ＧＩＧＡス

クール構想推進事業は国のＧＩＧＡスクール構想に基づきまして児童の教育ＩＣＴ

環境を整備するため、ＧＩＧＡスクール端末及びその周辺機器の整備に関する経費で

ございます。主なものをご説明いたします。１２節委託料は、ＧＩＧＡスクール端末

が故障した際のサポート体制及び迅速な修理に対応するための端末補償に係る経費

でございます。１３節使用料及び賃借料は、ＧＩＧＡスクール端末５，７０７台など

の使用料でございます。

○郡司指導課長 次の丸、指導者用教科書・指導書購入事業につきましては、令和６

年度小学校用教科書の４年に１度の採択替えにより全教科の指導者用教科書、指導書

を購入する必要があり、その経費となります。次の丸、小学校理科支援員配置事業に

つきましては、各小学校５・６年生の理科の授業の補助等を行う理科支援員に係る人

件費等となります。同じく備考欄上から七つ目の丸、小学校観劇・音楽鑑賞補助事業

につきましては、児童がレベルの高い演劇や音楽を鑑賞し、豊かな感性を養うため、

各校で実施しております芸術鑑賞教室に対して、学校規模、児童数に応じて傾斜して

配分している経費となります。

○山口教育総務課長 つづきまして、３目学校建設費でございます。はじめに、当初

予算額の下、補正予算額については国の交付金が前倒しで交付になったことに伴い、

３月に増額補正を行った乙戸小長寿命化改良工事に係る経費及び下高津小特別教室

棟エアコン更新工事に係る経費で、工事費の縮減を目的に工事内容見直しの必要が生

じた神立小長寿命化改良工事基本設計委託料等とともに翌年度へ繰り越しておりま

す。備考欄をお願いします。上大津地区統合小学校整備事業は、令和１０年４月に開

校する上大津小学校整備に係る経費でございます。２１２ページをお願いします。小

学校施設長寿命化改良事業は、都和南小及び乙戸小の長寿命化改良工事に係る経費で

す。小学校遊具大規模修繕事業は、下高津小を始め小学校遊具の設置及び撤去、補修

に係る経費でございます。小学校消防設備更新事業は、下高津小及び東小、都和小の

消防設備更新に係る経費です。２１３ページをお願いします。３項中学校費、学校管

理費は、市内中学校及び義務教育学校後期課程の管理運営に係る経費でございます。

備考欄をお願いします。中学校管理員配置事業は、学校管理員の人件費です。１節報

酬について先ほど小学校費と同様ですが、最低賃金が改正されたため、１２月に増額

補正を行っております。

○郡司指導課長 同じく備考欄の三つ目の丸、中学校教員業務支援員配置事業につき

ましては、小学校同様、学校サポーター８名に係る人件費となってございます。

○塚本学務課長 つづきまして、中学校管理事務事業について主なものを御説明いた

します。１０節需用費は小学校費と同様、教室の換気対策を推進するために９月に増
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額補正を行いまして、ＣＯ２モニターを整備してございます。１２節委託料は、５項

目目のプール学習委託料、次のプール学習バス運行委託料について、新治学園義務教

育学校のこちらは後期課程の民間プールの利用及びその移動に伴うバスの運行経費

でございます。

○山口教育総務課長 ２１４ページをお願いします。上から４番目、中学校施設管理

費は、中学校施設の維持管理に係る経費でございます。１０節需用費、修繕料は土浦

四中バスケットゴール修繕を始め計３２件の施設について補修を実施いたしました。

なお、不足する経費については流用等により対応しております。

○塚本学務課長 つづきまして、２１５ページをお願いいたします。丸の一つ目、中

学校校務用ＩＣＴ環境整備事業につきましても小学校費と同様、教職員一人１台の校

務処理用パソコンなどの使用料が主な経費でございます。次の中学校特別支援教育支

援員配置事業も小学校費と同様に、特別支援教育支援員の配置に伴う報酬などが主な

経緯でございます。一つ飛びまして、中学校医療的ケア児支援事業は年度途中に医療

的ケアが必要となります生徒が中学校に在籍となったことから、９月に補正を行いま

して看護士を派遣した経費でございます。

○郡司指導課長 つづきまして、２目教育振興費となります。備考欄の一つ目の丸、

中学校教育振興事業につきましては、主に中学生の総合的な学習、職場体験学習、進

路指導に係る経費となってございます。

○塚本学務課長 次の中学校学習用ＩＣＴ環境整備事業も小学校費と同様に、電子黒

板システムや学習系ネットワーク環境の整備更新に係る経費でございます。

○郡司指導課長 つづきまして、２１６ページ、備考欄一つ目の丸、中学校学習用Ｉ

ＣＴ活用事業は、小学校同様インターネットを使用した学習における著作権に対する

経費となってございます。

○塚本学務課長 次の丸、中学校ＧＩＧＡスクール構想推進事業も小学校費と同様に、

ＧＩＧＡスクール端末の配備及び修理対応のための端末補償などに係る経費でござ

います。

○郡司指導課長 同じく備考欄上から六つ目の丸、中学校観劇・音楽鑑賞補助事業は、

小学校同様、中学生の芸術鑑賞教室に対しての学校規模、生徒数に応じて傾斜配分を

している経費となってございます。

○山口教育総務課長 つづきまして、３目学校建設費でございます。はじめに、当初

予算の下の補正予算額については、小学校費と同様に国の交付金が前倒しで交付にな

ったことに伴い３月に増額補正を行った土浦五中特別教室棟エアコン更新工事に係

る経費で、工事費の縮減を目的に工事内容の見直しの必要が生じた都和中学校長寿命

化改良工事実施設計業務委託料等とともに翌年度へ繰り越しております。備考欄をお
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願いします。中学校施設長寿命化改良事業は、土浦二中の柔剣道場棟の長寿命化改良

工事に係る経費です。２１７ページをお願いします。中学校消防設備更新事業は、土

浦六中の消防設備更新に係る経費です。中学校屋外教育環境施設整備事業は、土浦四

中のグラウンド整備に係る経費です。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○根本委員 ２１０ページの１目学校管理費の中で小学校児童通学送迎の委託料で

すけれども、先ほど４か所行っているということだったんですが、どこの小学校か教

えていただけますか。

○塚本学務課長 スクールバス運行委託事業の中で運行している実際の小学校名と

いうことでお答えさせていただきます。土浦小学校、都和小学校、統合の配置を進め

ております菅谷小学校、新治学園、以上の４校でございます。

○田中委員長 ほかにございませんか。

○平岡委員 中学校の進路指導対策費７６万５，０００円なにがしですけれども、こ

れはどのようにして使われているんでしょうか。

○郡司指導課長 中学校教育振興事業の中の進路指導対策補助金のほうでございま

すが、こちらのほうは子供たちの受験に向けての資料として活用できる図書又はその

問題集等の活用をさせていただいてるところでございます。以上でございます。

○矢口副委員長 ２０７ページの学校管理費について伺います。このページに管理員

ですとか学校司書、また、別のページでしたけれど、理科支援員などもありました。

ここら辺の方々の人員の配置は計画どおり進んでいるのでしょうか。いわゆる人手不

足で予定どおり配置されていないとか、そういうことがあって不用額に出てきている

のかなとも想像してしまうんですが、そこら辺いかがでしょうか。

○郡司指導課長 まず小学校図書館司書配置のほうでございますが、こちらのほうは

欠員が出ず今のところ配置をさせていただいております。また、次の中学校業務支援、

学校サポーターのほうも欠員はございません。理科支援員に関しましては、理科の教

員免許のほうを所持というところであるんですが、こちらのほうもただ今欠員なく配

置をさせていただいているところでございます。

○矢口副委員長 予定どおりということでとても良かったと思います。これから厳し

くなっていくと思いますので、引き続き人員の確保をよろしくお願いいたします。

○田中委員長 ほかに何かございますか。

○平岡委員 ２０９ページの小学校校庭芝生管理事業ということで、私は右籾小へは

行ったことなくて申し訳ないんですけども、土浦小学校の状況を見てますと、大分芝

生が荒れてしまってきているように見えます。どのような対応をされてきているのか

ちょっとそれだけ教えていただけると有り難いです。
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○山口教育総務課長 市内右籾小学校と土浦小学校校庭に芝生化ということでやら

せていただいておりまして、かなり暑さが厳しいというかたちなんですけれども、二

つの学校とも地元の方々を中心に芝生の管理をしていただいておりまして、水やり等

も計画どおりにはやっているのですが、暑さがそれをちょっと上回ってしまっている

ような現状があります。この後、少し改良ができるかどうかいうのも検討してまいり

たいと思っております。

○平岡委員 あと雑草が結構生えてきてしまっているかと思いますので、今後もその

対応よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なければ、次に進みます。第４項社会教育費をお願いします。

○矢内生涯学習課長 引き続き２１７ページの下の枠のほうをお願いいたします。４

項、１目社会教育総務費につきましては、社会教育や生涯学習の推進に伴う各種事業

費でございます。備考欄二つ目、社会教育振興事業につきましては、社会教育法に基

づき委嘱しております社会教育委員の報酬や社会教育主事等に関する各種協議会等

の負担金、土浦市小中学校ＰＴＡ連絡協議会が主催するミュージックフェス土浦への

開催費補助金が主な経費でございます。２１８ページにかけての生涯学習推進事業に

つきましては、親力アップ講座など各種講座の開催や家庭教育学級の支援など、生涯

学習の推進に係る経費でございます。講師謝礼としての報償費や家庭教育の集いの会

場使用料、県南生涯学習センター利用者への駐車場使用料が主なものでございます。

２１８ページをお願いいたします。修学前教育推進事業につきましては幼児教育と小

学校教育の円滑な接続を目的とする事業で、幼児教育施設と小学校との連携調整を進

めるため配置しております修学前教育推進員２名の人件費や教員等が参加する研修

費用などが主な経費でございます。つづいて、家庭教育支援事業につきましては子育

ての不安や悩みなど家庭教育に係る課題を早期に発見し、課題の解消や予防につなげ、

子供の育ちを支えることを目的とした訪問型家庭教育支援事業に関する経費でござ

いまして、家庭教育支援員への謝礼が主なものでございます。就学前の子供を持つ１

５１世帯の全ての保護者を対象にいたしまして就学時健康診断の会場で相談窓口等

の情報を伝え、各家庭の支援ニーズの把握に努めました。そのうち２１世帯からの個

別の相談を受けております。つづきまして、コミュニティスクール推進事業でござい

ます。本市では学校の運営や必要な支援等に関して協議する学校運営協議会、こちら

を市立の小中学校全２３校に設置しておりまして、学校の運営方針のほか、教育や地

域の課題等について話合いが行われております。地域住民や保護者の代表などに委嘱
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した延べ３０４名の学校運営協議会委員や地域と学校における共同活動の調整役を

担う推進員２名の報酬などが主な経費でございます。

○佐賀文化振興課長 ２目文化財保護費です。文化財保護費は、指定文化財等の保

護・保存活用に要する経費でございます。備考欄、文化財保護事業、文化財保護審議

会の開催や委託料は、水戸街道松並木や真鍋の桜など樹木や草刈等の管理費です。ま

た、文化財の継承を図る保存会等への補助を行いました。２１９ページの指定文化財

等管理事業は、国登録有形文化財建造物の候補となる建物調査委託料や指定文化財の

修繕への補助金です。中央一丁目にある寺子屋亀楽について昨年度は調査を行いまし

た。つぎに、「霞ケ浦帆引網漁の技術」総合調査事業は、土浦市、かすみがうら市、

行方市の３市共同で、国選択無形民俗文化財である帆引網漁の技術を令和２年から調

査を行っているもので、国庫補助が２分の１、残りを３市が３分の１ずつ支払う負担

金が主な経費です。令和５年度に報告書の作成が終了し、令和６年度は映像作成を行

いました。作成した映像の周知も兼ねて、本年７月にクラフトシビックホール土浦で

シンポジウムを開催したところです。つぎに、埋蔵文化財保護事業は住宅建築等に伴

う埋蔵文化財の確認調査に係る経費で、作業員や報告書の作成、試掘等調査の掘削工

事が主な経費です。つぎに、文化財整備活用事業は、国登録文化財建造物一色家住宅

の管理及び耐震診断の委託料が主なものです。

○比毛上高津貝塚副館長 つづきまして、上高津貝塚ふるさと歴史の広場でございま

す。２２０ページをお願いいたします。３目ふるさと歴史の広場管理費です。ふるさ

と歴史の広場管理費は、上高津貝塚ふるさと歴史の広場の施設維持、講座などの教育

普及、展示、遺跡調査に係る経費でございます。左側の区分、金額欄の箱に予算現額、

支出済額に続き、翌年度繰越額・繰越明許費の欄がございます。ここに記載されてい

る２，３１０万円は、考古資料館の長寿命化改良工事に伴う基本実施設計の委託料分

になります。この設計委託が令和６年度中に２度入札不調となりましたため、１２月

議会で令和７年度に予算を明許繰越しいたしました。なお、令和７年２月の入札で契

約が成立し、現在設計業務を行っております。つづきまして、備考欄を御覧ください。

最初の丸、ふるさと歴史の広場管理運営事業は、貝塚広場の管理、考古資料館の運営

に要する経費でございます。２２１ページをお願いいたします。上高津貝塚再整備事

業は、国指定史跡上高津貝塚のガイダンス施設でもある考古資料館常設展示室、そし

て、１階ホールの改装などを行う事業でございます。令和６年度は展示改装に伴う基

本設計と実施設計を行いました。次の武者塚古墳再整備事業は、当館の附属施設であ

る上坂田の武者塚古墳展示施設を再整備する事業で、利用者用のトイレの洋式、水洗

化を行いました。教育普及事業は、管内収蔵品展示、市民向けの体験講座、小中学生

対象の夏休みファミリーミュージアムや子供共同研究、収蔵資料のオンライン公開に
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伴うデータベース作成に要する経費になります。つぎに、特別展・企画展示事業でご

ざいます。上高津貝塚では、令和６年１０月から１２月に第２８回企画展「りんりん

ロードでめぐる文化財」を開催し、旧筑波鉄道や霞ケ浦周辺にある遺跡や展示施設を

紹介いたしました。つづいて、調査研究事業です。この事業は市内の発掘調査で出土

した資料を整理し、発掘調査報告書の刊行を行っております。作業員の報酬、通勤費

等が主な経費でございます。最後に、筑波大学合同学術調査事業です。当館では平成

３０年度から筑波大学考古学研究室と合同で、市内の重要な遺跡の学術調査を行って

まいりました。令和６年度は常名にある市指定史跡の常名天神山古墳の２度目の発掘

調査を行いました。主な経費は、調査遺跡の土地所有者への謝礼と発掘調査終了後に

調査区を埋め戻すための作業員報酬になります。

○佐賀文化振興課長 ４目芸術文化振興費です。こちらは、市の文化芸術活動の推進

を図るための経費です。芸術文化振興事業の主なものは、土浦市美術展開催委託料や

土浦市文化祭開催を主とする文化協会への運営費補助金、小中学校児童生徒大会参加

費補助金等の経費でございます。２２２ページをお願いいたします。土浦薪能開催事

業は、第２５回土浦薪能の開催に対する補助金です。ガバメントクラウドファンディ

ングによる財源確保を実施し、２９名から目標金額１００万円を上回る１２０万６，

０００円の寄付をいただきました。つぎに、美術品公開推進事業は市民ギャラリーで

の展覧会などによる経費が主なもので、作品借上げのための報償費、ポスターチラシ

の印刷製本費、作品の運搬費、展示作業の手数料などが主な経費です。つぎに、美術

品展示室管理運営事業は、市民ギャラリーの施設維持管理に係る経費が主なものです。

施設維持のための委託料、アルカス土浦管理組合の負担金などが主な経費です。な

お、空調設備保守や清掃については図書館と一括で委託するなど経費節減に取り組ん

でおります。２２３ページをお願いいたします。つづいて、５目市民会館管理費です。

クラフトシビックホール土浦は指定管理者に施設の管理運営を委託しており、その委

託料が主な経費となっております。また、備品につきましてはプロジェクターを購入

いたしました。

○矢内生涯学習課長 つづいて、６目公民館費でございます。備考欄二つ目の荒川沖

地区学習等供用施設管理運営事業につきましては、荒川沖の東西にあります学習等供

用施設の管理運営に関する経費でございます。それぞれ地元で組織します運営委員会

を指定管理者として管理委託しており、２施設における指定管理の委託料のほか西部

地区の定期点検委託料でございます。つづきまして、ページが飛びまして、２２９ペ

ージのほうをお願いいたします。７目生涯学習館費でございます。こちらは令和６年

度をもって閉館となりました生涯学習館の管理運営に係る経費で、指定管理者であり
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ます産業文化事業団に対する委託料でございます。報償費や光熱水費に余剰金が生じ、

指定管理委託料を精算したため、約１８０万円の不用額が生じております。

○田中委員長 ただ今の説明について何か御質疑ございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 質問もないようなので、次に進めたいと思います。第８目博物館費か

らお願いいたします。

○関口博物館副館長 ２３０ページをお願いします。８目博物館費です。博物館費は、

博物館の施設維持と管理運営、展示や教育普及事業、資料の収集、保存などに関わる

経費でございます。備考欄、博物館管理運営事業について説明させていただきます。

博物館の管理とその運営に関わる事業です。主な費用として来館者に心地よく滞在し

ていただき資料を将来にわたり保存するために、施設や設備の維持を図る委託料があ

ります。２３１ページをお願いいたします。備考欄、博物館情報サービス推進事業で

す。この事業では博物館の管内及び管外からも利用できる検索システムを構築して、

博物館の既存ソフトや収蔵資料データなどを公開していきます。主な費用は委託料で

ございます。つぎに、教育普及事業では、小学校３年生を対象にした校外学習や親子

対象の夏休みファミリーミュージアム、そして、市民向けの機織り体験講座などを実

施します。主な費用は、体験講座の講師謝礼である報償費になります。つぎに、備考

欄になりますが、調査研究事業は資料調査を通して得られた市内に残る古文書や歴史

資料、民俗資料などを整理し、目録作成や台帳作りを行います。主な経費は、資料の

整理などを行う会計年度任用職員の報酬になります。最後になりますが、重要資料公

開推進事業になります。特別展やテーマ展などを開催し、日頃の調査研究活動の成果

を展示として公開いたします。主な経費としてポスターチラシや展示図録などを作成

する印刷製本費、展示資料の借用、返却、展示撤収などに関わる役務費、展示資料の

写真撮影を行う委託料などがあります。

○武藤図書館長 同じく２３１ページからの９目図書館費の説明をさせていただき

ます。図書館費の主なものにつきましては、図書館の運営に係る人件費、図書購入等

の事業費、図書館の管理運営に係る委託料、使用料、賃借料等の経費でございます。

補正予算につきましては、職員の人事異動に伴う減額分を１２月議会において補正し

たものでございます。予算に対する全体の執行率は、９７．５％でございます。不用

額の主な理由としましては、アルカス土浦管理負担金でございます。毎年５月下旬に、

アルカス管理組合の総会にて３月までの負担金の最終決定となりますことから、減額

補正ができず最終的な精算の結果、不用額が発生したものでございます。図書館管理

運営事業の主なものにつきまして御説明いたします。１０節需用費は、図書、雑誌、

新聞等資料の購入に係る消耗品費が主なものでございます。２３２ページをお願いい
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たします。１２節委託料につきましては、図書館の管理運営に係る窓口業務委託料を

始め、自動化書庫保守委託料等の図書館サービスに必要となる設備の維持管理やエレ

ベーター保守点検委託料、空調設備、自動ドア等の保守点検委託料や清掃委託料等の

施設管理の委託料が主なものでございます。１３節使用料及び賃借料につきましては、

複写機使用料や図書の所蔵データ、利用者情報などを管理するシステム使用料のほか、

新聞記事のバックナンバーなどをインターネット上で検索閲覧することができるオ

ンラインデータベース等の権利使用料、アルカス土浦駐車場等の駐車料金無料化措置

分の駐車場使用料が主なものでございます。１８節負担金補助及び交付金につきまし

ては、各図書館協会への負担金、アルカス土浦管理組合負担金などが主なものでござ

います。つぎに、図書館サービス推進事業についてですが、昨年は２か月にわたり１

００周年記念図書館フェスを開催し、利用促進のためのワークショップや作家の講演

会、クラシックギターリストのミニライブ等を行い、例年よりも報償費や印刷製本費

に経費が掛かっております。使用料及び賃借料につきましては、本の通帳サービスの

機器借上料、電子書籍購入に係る権利使用料でございます。

○関口博物館副館長 つぎに、２３３ページをお願いいたします。１０目市史編さん

費の主なものを御説明いたします。備考欄市史編さん事業をお願いします。土浦市の

歴史を編さんして市民に公開することを目的に、歴史資料の解読や資料の整理等を行

い、目録やブックレットの刊行を行っています。また、新たな土浦市史編さんを行う

ための準備も進めております。主な経費は、会計年度任用職員の報酬や市内に残る古

文書を整理して目録を作る委託料などがあります。

○矢内生涯学習課長 つづきまして、２３３ページ、２３４ページに係ります１１目

青少年育成費につきまして説明させていただきます。こちらは、青少年の健全育成に

係る各種事業に対する経費でございます。青少年指導室などの会計年度任用職員２名

に係る人件費や青少年相談員９３名などの報償費のほか、２０歳の集いの開催経費、

土浦市子ども会育成連合会への補助金などが主なものでございます。つづきまして、

２３４ページから２３５ページにかけての１２目青少年の家管理費についてでござ

います。こちらは、令和６年度をもって閉館となった青少年の家の管理運営に係る経

費でございます。会計年度任用職員３名に係る人件費のほか施設の管理運営に係る諸

経費と各種委託料、敷地の借地料、寝具の借上料などが主なものでございます。１２

節委託料のうち２３５ページにございますアスベスト調査委託料につきましては、全

面借地となっている敷地の返還に向けて建物を解体するに当たりまして、事前にアス

ベストの含有調査を実施したものでございます。なお、分析調査を行った結果、一部

アスベストが含まれており、その結果を踏まえて安全な措置方法により現在建物の解

体工事を進めているところでございます。
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○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○勝田委員 ちょっと市史編さん事業に関して教えていただきたいんですけど、よろ

しくお願いします。これは、毎年もちろん積み重ねてやってらっしゃると思うんです

けども、この成果というのはどういうふうに公開しているんですか。よく市史という

のは何年後というか非常に長いスパンでしょうけど、成果の本とかを出されたりして

ると思うんですが。その間の年というのは何かこの編さんされたものを何かで公開を

したりとか、あるいは公開の請求があったときには、その市民に見せるようなシステ

ムとか、そういったものというのはあるんでしょうか。

○関口博物館副館長 こちらの市史編さん事業につきましては、現状のところこれか

ら新しい市史を作っていこうというような方向で動いてはおりますが、これまでのと

ころは先ほどもお話しました古文書の目録を作成したり、一般の方々にも読みやすい

ようなということでブックレット、薄い冊子を市史に関わるような内容の冊子を作っ

たりしておりまして、そちらを購入していただくなりしていただきまして、市民の方

にも実際土浦の歴史について知っていただければというようなところでやっている

ところであります。あともう一つ、ミュージアムセミナーという学芸員がそれぞれの

独自の研究成果を発表するような場を設けておりまして、市民の方にも参加していた

だいて、その場で日頃の成果を市民の方にも還元していくというようなことで活動し

ております。

○勝田委員 新しい市史はいつぐらいにやるんですか。予定もあるんでしょうか。

○関口博物館副館長 現状でこれから進めていこうというまだ計画のような段階で

すが、今年度は基本方針策定委員会という会を設けまして、外部の専門家の方などに

も入っていただきまして、これから進めていこうとしています。土浦市史、新しい土

浦市の基本的な方向性なりを今検討して、これから進めていきたいというところでや

っております。目標としまして、土浦市が市制１００年を迎えます令和２２年を刊行

の目標というようなことで、今検討しているところになります。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

○鈴木委員 先ほど保健福祉部、こども未来部について話した内容と同様なんですが、

教育委員会の場合もこの不用額というのはそこそこ出ていて、細かく見ていくと、委

託料の部分での不用額が目立つような気がするんですが、全般的に見て入札の差金な

どが出てくるから仕方がないとは思うし、近年、資材の高騰があるんで、市のほうの

見積もりを高めに出さないと、逆に入札の不調等が起きてしまう懸念もあるんですが、

その辺なるべく不用額を減らす努力というのをしていって欲しいと。なぜそこを言う

のかというと、市の全体の財政の中で予算の編成が非常に今苦しい状況になっている

と。そうすると、文教厚生委員の立場としては保健福祉部、こども未来部、教育委員
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会で予算を獲得しておくというのは非常に大切なことであると思う一方で、市全体を

考えたときに、そこで抑え込んでしまう予算が多いと、今例えば下水道の陥没等工事

に掛けなければならない費用などが捻出できなくなる可能性もあるので、この決算を

活かして次年度の予算編成の時になるべく不用額が出ないような編成をしていただ

きたいということで、これは私としての意見ということでお願いします。答弁は必要

ないです。

○田中委員長 そのほか何かございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 つづいて、第５項保健体育費お願いいたします。

○日高スポーツ振興課長 ２３５ページの下段からとなります。５項保健体育費、１

目保健体育総務費でございますが、こちらはスポーツ推進委員やスポーツ振興課全般

に係る経費となります。備考欄二つ目、社会体育一般管理事業でございますが、１節

報酬は、スポーツ推進委員及び会計年度任用職員の報酬でございます。１８節負担金

補助及び交付金は２３６ページにかけてとなりますが、茨城県及び県内組織である４

団体への負担金と土浦市スポーツ推進委員協議会への補助金でございます。次の公共

用地先行取得事業特別会計繰出金は木田余グラウンドの用地先行取得に係る借入金

を償還するため、公共用地先行取得事業特別会計に繰出ししたものでございます。つ

づきまして、２目社会体育振興費でございますが、こちらは社会体育の振興に充てる

経費となります。備考欄、スポーツ及び運動競技推進事業でございますが、１２節委

託料は市民体育祭開催委託料が主なもので、令和６年度は全１５小学校地区の１０地

区で開催され、未開催地区分は減額補正しております。１８節負担金補助及び交付金

は２３７ページにかけてとなりますが、負担金の茨城県県南中学校体育連盟負担金補

助金は土浦市スポーツ協会事業補助金を始め４種で、そのうち小中学校児童生徒各種

大会参加等補助金は当初の予定よりも申請者が少なかったことから、減額補正してお

ります。次のかすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン事業の補助金は、例年

どおりの額でございます。つづきまして、３目体育施設費でございますが、こちらは

市内１４の体育施設を維持管理する経費となります。備考欄、体育施設維持管理事業

でございますが、１０節需用費の光熱水費につきましては各施設の電気代及び上下水

道代となりまして、新治運動公園多目的グラウンドは人工芝化により稼働率が上がり、

夜間の利用ひいてはナイターの利用が大幅に増え、電気代の不足が見込まれたことか

ら、増額補正しております。１２節委託料は霞ケ浦文化体育館等管理委託料を始め、

２３８ページにかけて３０件の委託業務でございますが、霞ケ浦文化体育会館等管理

委託料については人件費に不足が生じたことから、増額補正をしております。次の川

口運動公園整備事業でございますが、１２節委託料は陸上競技場管理棟耐震設計委託
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料でございますが、今年度耐震設計に基づく耐震補強工事を行っております。次の市

立武道館整備修繕事業でございますが、屋内消火栓設備ポンプユニット更新工事を前

年度からの繰越しにより行ったものでございます。２３９ページをお願いいたします。

新治運動公園整備修繕事業でございます。１４節工事請負費は気中負荷開閉器ＰＡＳ

の更新工事費でございますが、更新工事を実施したことによりまして地域住民が安全

に利用できる環境を整備しております。次の水郷プール整備修繕事業は主に１４節の

工事請負費でございますが、毎年度劣化の激しい部分について優先順位をつけ、計画

的に行っております。

○塚本学務課長 ４目学校保健管理費でございますが、児童生徒及び教職員の保健管

理に係る経費でございます。備考欄、学校保健管理費の主なものについて御説明をい

たします。１節報酬は学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び教育委員会産業医の報酬、

７節報償費は新入学児童の就学時健康診断に係る謝礼など、１０節需用費は健康診断

用消耗品の購入に係る経費などでございます。１１節役務費は、飲料水水質検査など

の各種検査手数料に係る経費、１２節委託料は心臓検診など児童生徒及び教職員の各

種検診に係る委託料となります。１８節負担金補助及び交付金は日本スポーツ振興セ

ンター災害共済負担金が主なものでございまして、児童生徒の通学時や学校内での活

動時の事故等に対するための負担金等でございます。２４０ページをお願いいたしま

す。備考欄の丸の一つ目、小学校口腔衛生推進事業につきましては、虫歯予防に効果

のあるフッ化物洗口を市立小学校で集団実施するために必要となります洗口液紙コ

ップなどの購入経費でございます。なお、事業費につきましては、県の補助金よりも

有利となります国の補助に切り替えるため、１２月議会で財源更正を行っております。

また、現在６校でフッ化物洗口を実施しておりますが、来年度新たに２校を追加しま

して、計８校でフッ化物洗口を進めていく予定でございます。

○渡辺学校給食センター所長 ５目学校給食費でございます。こちらは、学校給食セ

ンターの管理と給食運営に係る経費となります。予算に対する執行率は、９８．４％

となっております。補正予算額につきましては、令和６年度産の米の価格の上昇に伴

い学校給食用の米飯の価格が上がったことから、賄材料費を増額補正しております。

予備費支出につきましては、学校給食センターの施設内のエアコンを一括管理する空

調機集中リモコンの交換工事に係る経費について予備費からの充用により対応した

ものでございます。翌年度繰越額・繰越明許費につきましては、ただ今申し上げまし

た空調機集中リモコンの交換工事と排水除外施設の脱臭ファンの更新工事について

いずれも年度内の完了が見込めないことから、今年度に繰越しを行ったものでござい

ます。現在工事のほうは終了してございます。不用額につきましては報酬、職員手当、

需用費、委託料の不用額が多くなってございますが、特に需用費については光熱水費
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において当初の見込みに対し執行のほうが低くなったことが理由となっております。

委託料の不用額が生じた理由につきましては、主に二つございますが、塵芥収集委託

料や残菜収集運搬委託料、あるいは残菜堆肥化処理委託料について、こちらも当初の

見込みに対し執行額が低くなったものでございます。２点目の理由としましては、契

約の入札差金が生じたためとなっております。それでは、主なものについて事業ごと

に説明いたします。まず備考欄の二つ目の丸、土浦市立学校給食センター管理運営事

業でございます。執行額の大きいところは１０節需用費と１２節委託料となっており、

こちらが全支出額の９４．５％を占めておりますので、この２点についてのみ御説明

させていただきます。まず１０節需用費の燃料費につきましては、調理用ボイラーの

ＬＰガス代が主なものとなります。修繕料につきましては、給食センター施設の修繕

となります。当センターも令和２年９月の供用開始から５年を経過することから、修

繕を必要とする不具合が生じてしまっており、６年度は計１９件の修繕を行っており

ます。次の賄材料費につきましては、昨今の食材価格の高騰に対応するため、６年度

においても１食当たり児童が２２円、生徒等が２５円を増額して計上しておりました

が、さらに、先ほど御説明しましたとおり昨年は米の価格が大幅に上がったことから、

米飯価格の上昇分について３月議会にて増額補正を行っております。１２節委託料に

つきましては、こちらは給食の運営に係る調理や給食輸送又は残菜の処理に係る委託

料、このほか給食センターの施設の管理と機器類の管理に係る委託料となっておりま

す。２４１ページをお願いいたします。つづいて、次の丸印、学校給食費徴収管理業

務につきましては、令和４年度から実施しております学校給食費の公会計化に伴う給

食費の徴収、管理に係る経費でございます。教職員等の徴収に係る封筒の印刷製本費

や口座振替手数料等となっております。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○矢口副委員長 ただ今御説明いただいた学校給食費の件でお伺いいたします。不用

額の説明の中で残菜に関する部分も減ったということで、残菜の率が下がったからこ

うなってるのではないかなと期待しちゃうところなんですが、いかがでしょうか。

○渡辺学校給食センター所長 ただ今の残菜の処理に係る委託料の減についての理

由なんですけれども、実は残菜の量自体は増えてございます。こちらのなぜそれであ

れば不用額が生じたということになるんですけれども、実は令和６年度から主食も全

て学校給食センターで回収し、全て堆肥化処理を図っております。そのために、前年

度見込みを出すためにどのぐらい主食の残が出ているのか、堆肥化する必要があるの

かということで、試験的に量を測ってみたんですけれども、その見込みよりかは執行

額のほうが低く抑えられたという状況でございます。
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○福田委員 ２３７ページの９款の３のところで、霞ケ浦文化体育館の耐震工事、い

わゆる長寿命化は進んでいるのでしょうか。

○日高スポーツ振興課長 こちらは県の施設となっておりまして、耐震のほうは済ん

でいるかと思います。

○福田委員 済んでいるかと思いますということは、まだやられてないってことです

か。

○日高スポーツ振興課長 失礼いたしました。耐震のほうは進んでおります。

○田中委員長 ほかに何か御質疑ありませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 それでは、この後退出される執行部の皆さんから委員へ何かありませ

んか。

○加藤教育部長 特にございません。

○田中委員長 委員の皆さんからこの後対する執行部へ聞いておきたいことはあり

ませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 それでは、暫時休憩とさせていただきます。

（午後１時４２分休憩）

（午後１時５０分再開）

○田中委員長 それでは、休憩前に引き続き審査に入ります。国民健康保険特別会計

よりお願いいたします。

○武井国保年金課長 ２６６ページと２６７ページをお開き願います。国民健康保険

特別会計の歳入歳出決算について御説明いたします。はじめに、国民健康保険の加入

状況でございますが、令和６年度末の加入世帯は１万８，４３１世帯、前年度比で４

２８世帯減、２．３％の減。さらに、被保険者数は２万６，４６０人、前年度比で１，

０８９人減、４％の減となってございます。それでは、歳入決算額の収入済額合計で

ございますが、２６７ページの下段に記載のとおり、１３０億４，１３８万余円、前

年度比で４億２，１６５万余円、３．１％の減となっております。前年度は、１．１％

減に対しまして今年度は３．１％減と減少幅が広がっております。この主な要因とし

ましては、１款の国民健康保険税では税率改正によりまして、３億４９７万余円、１

２％増となった一方で、５款の県支出金で３億７，４６１万余円減。さらに、７款繰

入金において基金繰入金が４億８，６６３万余円減となったことが主な要因と考えて

おります。この基金につきましては後ほど説明いたします。県への納付金に充てられ

ております。つづきまして、２６８ページ、２６９ページをお願いいたします。つぎ



37

に、歳出でございます。歳出決算額の支出済額合計でございますが、２６９ページの

下段を御覧ください。記載のとおり、１２９億６，６９０万余円、前年度比で４億７，

４０４万余円、３．５％の減となっております。昨年度は０．７％減に対し今年度は

３．５％と減少幅が広がっております。この主な要因としましては、２款保険給付費

で前年より３億５，４８３万余円、３．９％の減。３款国民健康保険事業費納付金が

前年度より７，２７１万余円、１．８％の減。さらに、５款基金積立金で５，６２１

万余円、７１％の減となったことが主な要因と考えております。２７０ページをお願

いいたします。令和６年度歳入歳出差引残額は７，４４８万１，６４１円で、この全

額を令和７年度会計に繰越しするものでございます。参考までに前年度の差引残額は

２，１６０万４，８９９円ということで、５，２８７万６，７４２円の増となってご

ざいます。つづきまして、歳入歳出事項別明細書でございます。２７２ページ、２７

３ページをお願いいたします。歳入の事項別明細から御説明いたします。１款国民健

康保険でございます。県に対して支払う国民健康保険事業納付金の主な財源となるも

のでございます。総額では前年度比で３億３４９万余円、１２％の減となっておりま

す。令和６年度決算金額における一般被保険者分の現年度分の収納率は９０．４％で、

前年度比１％の減となっております。１目一般被保険者国民健康保険税、２目退職保

険者等国民健康保険税ともに医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の三

つの区分に分かれており、この後説明させていただきます歳出の第３款国民健康保険

事業納付金の各項に充当される財源となるものでございます。２７４ページ、２７５

ページをお願いいたします。４款国庫支出金につきましては、１項、１目災害臨時特

例補助金で、東日本大震災の福島原発事故に伴う避難者の国保税等の減免分を補塡す

るために交付されるものでございます。現時点では、対象世帯は５世帯となってござ

います。２目社会保障税番号制度システム整備等補助金は国で進めているマイナンバ

ーカードと健康保険証の一体化について、システム改修費用に対して補助金として交

付されるもので、９月議会で増額補正を行っております。つづいて、２７５ページを

お願いします。５款県支出金は、市の保険給付に要する費用等が県から交付されるも

のでございます。前年度比で３億７，４６１万余円、４．１％の減となっております。

１節普通交付金は、被保険者の医療費である保険給付費の支払に必要な費用が県から

全額交付されるもので、主に療養の給付、入院時食事療養費、訪問看護療養費、高額

療養費などの給付が対象となります。高額療養費の増額に伴いまして増額分が補塡さ

れることから、３月議会で増額補正を行っております。２節特別交付金につきまして

は、備考欄１行目の保険者努力支援分は、各保険者における医療費適正化や収納率の

向上等、国保が抱える課題に対する取組などの努力に対して点数に応じた支援金が交

付されるものでございます。２行目の特別調整交付金は、市町村の特別な事情を考慮
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して交付されるものでございます。３行目の県繰入金（２号分）は、県の国民健康保

険運営方針に対する取組状況の評価や財政力等を勘案した算定額が交付されるもの

でございます。４行目の特定健診等負担金は、特定健康診査の実施に対して国と県が

それぞれ３分の１相当額を負担するものでございます。５行目の特定検診等負担金追

加交付につきましては、当該年度の翌年度の実績報告で精算されるため、令和５年度

分の追加交付になります。また、当初より受診者数が減少する見込みで、３月議会で

減額補正を行っております。６款財産収入、１目利子及び配当金は財政調整基金の積

立金の利子分が発生したことにより、３月議会で増額補正を行っております。７款繰

入金は、一般会計からの繰入金でございます。前年度比で１億６，７３７万余円、１

８．７％増となっております。主なものといたしましては、１目、１節保険基盤安定

繰入金は一般被保険者の低所得者に対する保険税軽減分を県が４分の３、市が４分の

１で負担するための繰入れで、額の確定により３月議会で増額補正を行っております。

２節保険基盤安定繰入金保険者支援分は、低所得者が多い保険者の支援分として一般

会計に交付された国２分の１、県４分の１、支出金に市費分４分の１を合わせて同会

計から繰り入れるもので、額の確定により３月議会で増額補正を行っております。２

７６ページをお願いいたします。３節保険基盤安定繰入金、未就学児均等割軽減分に

つきましては子育て世代の経済的負担軽減の観点から制度化された未就学児に係る

均等割保険税の５割軽減分の支援分として国２分の１、県４分の１、市４分の１で負

担するための繰入れで、額の確定により３月議会で減額補正を行っております。４節

職員給与費等繰入金につきましては職員人件費を一般会計から繰り入れるもので、当

初予算での配置と実際の人事異動による配置が異なることによる人件費の差額等に

ついて減額補正を１２月議会で行い、人事院勧告による給与増による増額補正を２月

臨時で行い、令和６年度に訴訟が終了しないために弁護士委託料の減額補正を３月議

会で行っております。８節産前・産後保険料繰入金につきましては、子育て世代の経

済的負担軽減の観点から制度化された出産に係る被保険者の所得割及び均等割保険

税の産前産後期間、妊娠期間４か月の免除分として国２分の１、県市とも４分の１で

負担するための繰入れで、額の確定により３月議会で減額補正を行っております。１

目、１節財政調整基金繰入金は保険給付費等交付金償還金の財源とするもので、９月

議会での補正は賦課徴収事業の電算委託料の一部が補助金の対象外であったため、基

金を充当し、増額補正を行っております。また、当初予算での歳入見込みが立たない

ため、３月議会で増額補正を行っております。２７７ページをお願いいたします。８

款繰越金でございます。１目繰越金は令和５年度の決算剰余金で、９月議会で予算化

しております。令和５年度の歳入歳出状況を申し上げますと、令和５年度歳入額は１

３４億６，２５４万７，６０３円、歳出額は１３４億４，０９４万２，７０４円、差
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引残額は２，１６０万４，８９９円となってございます。２７８ページをお願いいた

します。９款諸収入でございます。下段の３項雑入でございます。１目一般被保険者

等第三者納付金は、交通事故等の第三者の不法行為による保険給付について、県国保

連合会に損害賠償の求償事務を委託して収納した賠償金でございます。また、３月議

会での減額補正は、国保の被保険者が交通事故による医療費等に関して加害者との和

解が成立しておらず現在訴訟中であるため、３月議会で減額補正を行ったものでござ

います。２７９ページをお願いいたします。３目一般被保険者返納金は、国保の資格

喪失後に医療給付を受けた場合など不当利得に関わる返納金でございます。未収金は

３５３件で２５６万３，６００円になります。また、当債権は非強制徴収公債権で消

滅時効が５年の債権という整理ができたことから、令和６年度に初めて８８８件、６

５６万９，６３６円の債権の不納欠損を行っております。今後につきましては、引き

続き返還請求等を行い回収に努めてまいります。返還が難しい場合や消滅時効を経過

した場合は速やかな債権整理を行ってまいります。歳入は以上でございます。では、

２８０ページ、２８１ページをお願いいたします。つづきまして、歳出の事項別明細

について御説明いたします。１款総務費でございます。１項、１目一般管理費は国保

給付係７名分の人件費と国保事務執行に係る一般事務経費で、執行率は９７．２％で

ございます。つぎに、執行がなかったため備考欄には記載ございませんが、３月議会

で減額しておりますので、説明いたします。１２節委託料は、海外で病気やけがなど

により現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払戻しができ

ます。その審査を国保連合会へ委託しておりましたが、令和６年度は実績がございま

せんでしたので、３月議会で減額補正を行っております。また、先ほど雑入の一般被

保険者第三者納付金で説明いたしましたが、交通事故により行った保険給付分の損害

賠償の請求に関する市顧問弁護士への委任費用についても訴訟が終了していないこ

とから未執行であるため、３月議会で５３１万８，０００円の減額補正を行っており

ます。２目国保連合会負担金は、県国保連合会に保険者として加入する市町村負担金

でございます。２８１ページをお願いいたします。２項徴税費は、国保税の賦課事務

に係る経費でございます。１目徴税総務費は国保賦課係７名分の人件費で、執行率は

９４％でございます。２目賦課徴収費は国保税の賦課に係る事務経費で、執行率は９

９％でございます。１２節委託料の電算委託料は、国保加入者の資格給付管理の共同

電算処理や被保険者証の作成等の電算業務委託料でございます。マイナンバーカード

と健康保険証の一体化に向けたシステム改修事業のため、９月議会で増額補正を行っ

ております。２８３ページをお願いいたします。２款保険給付費につきましては国保

特別会計の歳出総額の６６．６％を占めており、対前年度比では３億５，４８３万余

円、３．９％の減となっております。１項、１目一般被保険者療養給付費は一般被保
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険者の診療や入院時などの給付分で、前年度比で３億１，３０９万余円、４．１％減

となっております。執行率は９１．６％でございます。２目の退職被保険者等療養給

付費及び４目退職被保険者等療養費は対象者がいなかったことから、執行はございま

せん。３目一般被保険者療養費は、各被保険者における保険適用となった接骨院費用

やコルセットなどの給付分に対するもので、保険証を持たずに医療給付を受けた方の

給付分の増加に伴い３．３％増となっております。執行率は９８．１％です。５目審

査支払手数料は県国保連合会で行う診療報酬明細書レセプトの審査とレセプト電算

処理の手数料で、執行率は９５．７％でございます。２８４ページ、２８５ページを

お願いいたします。２項高額療養費は一定期間の医療費の自己負担が高額となった場

合に自己負担限度額を超えた分が支給されるもので、１目一般被保険者分の高額療養

費負担金は１か月間の医療費の自己負担が高額となった場合に、自己負担限度額を超

えた分が支給されるものでございます。１８節負担金補助及び交付金の一般被保険者

高額療養費負担金につきましては令和６年度当初予算を令和５年度の実績予定額で

算出しておりますが、１月からのインフルエンザのまん延により３月議会で増額補正

を行っており、執行率は９６．６％でございます。２目退職被保険者等高額療養費は

退職被保険者対象者がいなかったことから、執行はございません。３目一般被保険者

高額介護合算療養費は各被保険者における医療と介護保険のいずれも利用する場合

の負担を軽減する制度で、医療費と介護料の１年間の負担額合計額が高額となった際

に限度額を超えた分が給付されるもので、執行率は３６．８％でございます。４目退

職被保険者等高額介護合算療養費はこちらも対象者がいなかったことから、執行がご

ざいません。２８５ページをお願いいたします。４項出産育児諸費、１目出産育児一

時金は被保険者が出産した際に５０万円を限度として支給するもので、前年度より２

０３万７，６５０円、５％減で、執行率は８６．５％でございます。５項葬祭諸費、

１目葬祭費は被保険者が死亡した場合に葬儀を執り行った方に葬儀費用として５万

円が給付されるもので、前年度よりも２０万円、２．２％増で、執行率８９．５％で

ございます。２８６ページ、２８７ページをお願いいたします。３款国民健康保険事

業費納付金でございます。県が市町村ごとに算出した額を国民健康保険事業費納付金

として県に支払うもので、１項医療給付費分、２項後期高齢者支援金分、そして、２

８７ページの３項介護納付金分の３つに区分されており、合計３９億９，８１３万６

３２円で、前年度より７，２７１万４，６８９円、１．８％の減となっております。

２８７ページ下段、４款保健事業費でございます。１項、１目特定健診等事業費につ

きましては、保険者に義務付けられている特定健診事業においてメタボリックシンド

ロームに着目した検診に取り組み、生活習慣病予防対策や生活習慣の改善指導を実施

するための経費で、前年度より１５６万７，４９２円、１．９％の減、執行率は７９％
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でございます。なお、特定健診の令和６年度の受診率は、速報値で３５．６％でござ

います。歳出の主なものは１２節委託料の備考欄２行目の検診委託料で、市内や近隣

の医療機関、県総合健診協会、市医師会に対する特定健診及び特定保健指導の委託料

で、前年度より３５１万６，２５２円、５．８％の減となっております。また、１８

節負担金補助及び交付金の備考欄にございます特定健診関連人間ドック等補助金は、

人間ドック、脳ドック受診者の特定健診に対する項目別に対する補助で、前年度より

４１万２５円、２．９％の増となっております。２８８ページ、２８９ページをお願

いいたします。２項保健事業費、２目疾病予防費は、医療費適正化対策として実施し

ている診療報酬明細書の点検や特定健診対象以外の分に対する人間ドック検診補助

金などに係る経費でございます。保健事業費全体としては前年度より２４２万１，９

９０円、５．１％の減で、執行率は８４.７％でございます。１８節負担金補助及び
交付金の備考欄に記載の補助金で、１行目の生活習慣病検診補助金は受診の効率化を

図るため市が行う基本健診に合わせてがん検診等を行っており、国保被保険者分の当

該検診費用を補助するものでございます。また、その下の人間ドック検診補助金及び

脳ドック検診補助金につきましては、特定健診項目以外に対して市単独で助成を行っ

ているもので、先ほど御説明させていただいた特定健診関連人間ドック等補助金と合

わせて補助金として支出しております。２８９ページの下段でございますが、５款基

金積立金は２４節積立金、令和５年度の繰越金及び令和６年度財政調整基金の発生利

子を国民健康保険特別会計で繰越金と積立基金収入として歳入とし、国民健康保険特

別会計の歳出の財政調整基金への積立金とするもので、９月議会で積立金分を増額補

正し、３月議会で積立金の利子分を増額補正しております。２９０ページ、２９１ペ

ージをお願いいたします。６款諸支出金でございます。１項、１目一般被保険者等保

険税還付金は、社会保険等への切替えや転出に伴う国保税の過年度分の過誤納付金で

ございます。５目保険給付費等交付金償還金、２２節償還金利子及び割引料、備考欄

記載の保険給付費等交付金償還金につきましては、保険者努力支援制度の実績報告に

より過大に交付された分を返還するため、３月議会で増額補正を行っております。７

目災害臨時特例補助金返還金、２２節償還金利子及び割引料備考欄記載の保険給付費

等交付金償還金につきましては、災害臨時特例補助金の実績報告により過大に交付さ

れた分を返還するため、３月議会で増額補正を行っております。つづいて、実質収支

に関する調書でございますが、歳入歳出決算書の３４３ページをお開き願います。こ

ちらの下の表が国民健康保険の実質収支に関する調書でございます。国民健康保険の

実質収支は、歳入総額が１３０億４，１３８万３，０００円、歳出総額が１２９億６，

６９０万１，０００円で、歳入歳出差引額は７，４４８万２，０００円となります。

４の（１）から（３）に記載の継続費逓次繰越・繰越明許費等の翌年度へ繰り越すべ



42

き財源はございません。したがいまして、令和６年度決算における実質収支額は、７，

４４８万２，０００円となるものでございます。以上が令和６年度国民健康保険特別

会計歳入歳出決算でございます。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○矢口副委員長 ２８７ページ。またいつも同じことにはなってしまうんですが、こ

の特定健診の件について伺います。検診の受診状況が過去と比べて当該年度どのよう

であったか御報告いただきたいと思います。

○武井国保年金課長 特定健診の受診率でございますが、ちなみに前年度の令和５年

度が３５．３％、令和６年度なんですが、実際まだ速報値になるんですが、速報値で

３５．６％ということで、実際最終的なデータにつきましては１０月下旬ぐらいに出

る予定でございます。あとは特定保健指導ですが、これについては令和６年度から会

計年度で保健師さんを３名雇っておりますので、ちょうど総合健診とかも保健師さん

に行ってもらいまして、終わってちょっとあやしい方に関しては保健指導を行ってい

る成果がございます。ちなみに、令和５年度が利用率が４．６％、令和６年度は１６．

９％ということで、大体４倍ぐらいに実績が上がっている状況でございます。今お話

したのは積極的支援で、本当に赤信号に近い方です。もう一つが動機付けということ

で黄色信号になるかなっていう方に関しましては、令和５年度が１５．６％、令和６

年度が２５．６％ということで、こちらもおおむね実績のほうは若干上がっておりま

す。

○矢口副委員長 今御説明いただいたとおり、特定健診に関してはほぼ横ばいの数字。

それに対して保健指導に関しては、明確に絶対的なところはまだまだかもしれません

けど。ということで、意見として盛り込んでいただければなと思うのはこの点、この

今言われた２点を引き続き努力されたいということなんですが、いかがでしょうか。

○田中委員長 この意見について盛り込んでよろしいでしょうか。

（「異議なし」という声あり）

○田中委員長 そのほか何かございませんか。

○鈴木委員 一昨年、昨年、今回と不納欠損の問題が一昨年から出ていて、今回かな

り思い切った感じで不納欠損をしてこれで良かったのかなとは思うんですが、時効と

かいろいろあるでしょうから、その辺を勘案しながら引き続きこの不納欠損というの

を実行していただくようにお願いします。これは武井課長も水田部長もずっと頭の痛

い問題だったと思うんで、引き続きこの方向性で頑張ってください。意見です。

○武井国保年金課長 ありがとうございます。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。

（「なし」という声あり）
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○田中委員長 なければ、次に進めたいと思います。つづいて、後期高齢者医療特別

会計をお願いいたします。

○武井国保年金課長 つづきまして、後期高齢者特別会計について御説明させていた

だきます。ページのほうは２９４ページ、２９５ページをお願いいたします。後期高

齢者医療特別会計の歳入歳出決算について御説明いたします。はじめに、後期高齢者

医療の加入状況でございますが、令和６年度末の被保険者数は２万３，８２５人で、

前年度比で５５１人、２．４％の増となっております。令和５年度以降、団塊の世代

が順次、後期高齢者医療制度に移行しており、被保険者数は増加傾向となっておりま

す。それでは、歳入決算額の収入済額合計でございます。２９５ページの下段を御覧

ください。記載のとおり２５億５，９７２万余円、前年度比で３億１，６７５万余円、

１４．１％の増となっております。主な要因としましては、１款後期高齢者医療保険

料で前年度比２億７，３０１万余円、１５．６％増によるもので、被保険者数の増加

に伴う増収でございます。２９６ページ、２９７ページをお願いいたします。つぎに、

歳出でございます。歳出決算額の支出済額合計でございますが、２９７ページの下段

に記載のとおり２５億５，３８２万余円、前年度比で３億１，２３５万余円、１３．

９％の増となっております。主な要因としましては、２款後期高齢者医療広域連合納

付金で、前年度比２億９，０６８万余円、１３．６％の増によるものでございます。

２９８ページをお願いいたします。令和６年度歳入歳出差引残額は５９０万６，８６

６円で、この全額を令和７年度会計に繰越しするものでございます。参考までに前年

度の差引残額は１５１万１９０円で、４３９万６，６７６円の増でございます。つづ

きまして、歳入歳出事項別明細書でございます。３００ページ、３０１ページをお願

いいたします。歳入の事項別明細から御説明いたします。１款後期高齢者医療保険料

は被保険者の医療給付費に充てる財源として徴収するもので、年金から差し引かれる

特別徴収と納付書により納付する普通徴収の二つの納付方法がございます。総額で、

前年度比で２億７，３０１万１，２１０円、１５．６％の増となっております。１目

特別徴収保険料と２目普通徴収保険料の現年度分の収納率は９９．３％で、前年度よ

り０．１％増でございます。過年度分を合わせた全体収納率は９８．４％で、前年度

比０．３％増の状況でございます。３０１ページをお願いいたします。３款繰入金で

ございます。１目事務費繰入金は職員の人件費や電算処理業務委託料などの事務費に

対する一般会計からの繰入れで、人事異動に伴う職員構成の変動による人件費の増に

より１２月議会で増額補正を行っております。さらに、人事院勧告に伴う人件費の増

により２月の臨時会でも増額補正を行っております。１目保険基盤安定繰入金、１節

保険基盤安定繰入金の備考欄の一つ目、低所得者の保険料軽減分は低所得者の保険料

軽減分の一定割合を公費で負担するため、一般会計に交付された県支出金に市費分を
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合わせて同会計から繰り入れるもので、額の確定により３月議会で減額補正を行って

おります。また、その下の被用者保険被扶養者の保険料軽減分は後期高齢者医療制度

加入前に会社の社会保険など健康保険の被扶養者であった場合、加入後２年間に限り

均等割額の５割と所得割額の全額が軽減されることから、その保険料軽減分を公費で

負担するため、前述の低所得者の保険料軽減分と同様に、一般会計に交付された県支

出金に市費分を合わせて同会計から繰り入れるものでございます。こちらも額の確定

により３月議会で増額補正を行っており、それぞれ合わせて３月議会で減額補正を行

っております。３目保健事業繰入金につきましては、人間ドック及び脳ドックの補助

決定者数が当初見込みより増加したことに伴い、不足する補助金に係る保健事業繰入

金を３月議会で増額補正を行っております。４款繰越金でございます。１項、１目繰

越金は令和５年度決算剰余金で、９月議会で予算化しております。令和５年度歳入額

は２２億４，２９７万８，０７０円、令和５年度の歳出額は２２億４，１４６万７，

８８０円ということで、差引残額は１５１万１９０円でございます。昨年度より２３

９万６０５円の減となっております。歳入は以上でございます。つづきまして、歳出

の事項別明細について御説明いたします。ページは３０４ページ、３０５ページをお

願いいたします。１款総務費の１項、１目一般管理費は後期高齢者医療に係る事務経

費で、経常的なものでございます。執行率は９４．９％でございます。２項、１款、

１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。備考欄一つ目の後期高齢者医療広

域連合納付金は収納済みの保険料を広域連合へ納付するもので、前年度比で２億６，

８１２万８１８４円、１５．３％増となっております。備考欄の一番下、後期高齢者

医療保険基盤安定納付金は低所得者等の保険料軽減に係る公費負担分の広域連合へ

の納付金で、一般会計に交付された県支出金に市費分を併せて納付するものでござい

ます。前年度比で２，２４３万３，３６０円、６％増となっております。いずれも額

の確定により３月議会で、２，０９７万４，０００円の減額補正を行っており、執行

率は９７．４％でございます。３款保健事業費でございます。１項、１目健康診査費

は、広域連合から受託して行う後期高齢者医療被保険者の健康診査を行うための費用

でございます。前年度より２，１０１万１，４５８円、７．９％増で、執行率は９３．

３％でございます。１２節委託料は、被保険者の健康診査の基本項目について市医師

会及び県総合健診協会に委託するものでございます。前年度より２０８万２６４円、

７．９％増でございます。２目疾病予防費は、広域連合が指定する健康診査の基本項

目以外について市単独で助成するものでございます。前年度より９４７万６，１９２

円、１８．６％増で、執行率は９２．１％でございます。１２節委託料、備考欄一つ

目の単独後期高齢者健康診査委託料は、市が単独で助成する健康診査の追加項目、貧

血心電図、眼底検査、クレアチニンなどについて、市医師会及び県総合健診協会に委
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託するものでございます。前年度より１０５万７１８円、１４．３％増でございます。

備考欄二つ目の人間ドック等委託料は、人間ドック、脳ドックのデータ管理のための

入力代行委託でございます。令和３年度から人間ドック、脳ドック検査時に同時に行

う追加項目を一般会計の雑入で御説明いたしました後期高齢者健康診査業務委託金

の対象とするための要件として、健診結果を保健事業等につなげるためのデータ管理

が必要となったものでございます。１８節負担金補助及び交付金の補助金は被保険者

の人間ドック及び脳ドックの補助で受診した医療機関に対して定額を助成するもの

で、繰入金で御説明しましたが、人間ドック及び脳ドックの補助決定者数が当初見込

みより増加したことに伴い、不足する補助金に係る保険事業繰入金を３月議会で増額

補正を行っております。高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業は、令和６

年度より後期高齢者に対して保健師、管理栄養士などの医療専門職による健康教室や、

健康状況不明者に対する個別の状況確認、受診勧奨を行い、適切な医療や介護サービ

スにつなぐ支援を行っております。１２節委託料は、健康状況不明対策事業及び生活

習慣病等の重症化予防に関わる相談指導事業に係る委託料でございます。３０６ペー

ジをお願いいたします。４款諸支出金の１項、１目保険料還付金は、死亡や転出等に

伴う保険料の還付金でございます。２項繰出金の一般会計繰出金は、令和５年度決算

剰余金の繰出金を一般会計へ繰り出すため、９月議会で増額補正を行っております。

歳入歳出の事項説明書につきましては以上でございます。恐れ入りますが、３４４ペ

ージをお願いいたします。こちらの上の表が後期高齢者医療の実質収支に関する調書

でございます。後期高齢者医療の実質収支は、歳入総額が２５億５，９７２万９，０

００円、歳出総額が２５億５，３８２万２，０００円で、歳入歳出差引額は５９０万

７，０００円となります。４の（１）から（３）に記載の継続費逓次繰越・繰越明許

費等の翌年度へ繰り越すべく財源はございません。したがいまして、令和６年度決算

における実質収支額は、５９０万７，０００円となるものでございます。以上が令和

６年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算でございます。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 なければ、次に進みたいと思います。休憩を挟まなくてもよろしいで

しょうか。

（「はい」という声あり）

○田中委員長 それでは、介護保険特別会計をお願いいたします。

○中山高齢福祉課長 令和６年度介護保険特別会計の決算につきまして御説明させ

ていただきます。資料説明に入ります前に、第１号被保険者数の状況でございます。

令和６年度末現在、被保険者数は４万８０８人で、前年度が４万９５８人と比較しま
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すと、１５０人、０．３％の減となっております。要支援・要介護認定者数につきま

しては、令和６年度末現在７，６１１人で、令和５年度末現在の７，５０９人と比較

しますと、こちらは１０９人、１．４％の増となっております。被保険者と比べて増

えている状況でございます。重層的支援体制整備事業に位置付けられた事業が介護保

険特別会計から一般会計へ移行しておりますが、要介護認定者が増えている状況から

介護給付費等の費用が伸びており、前年度から歳入歳出ともに増額となっております。

それでは、決算書の３０９ページをお願いいたします。３０９ページ下段、一番左側

でございますが、歳入合計でございます歳入済額１２８億９，２７４万１，６９７円

で、前年度比３億１，１３４万円、２．５％の増、収入率は９９．３％となっており

ます。３１０ページ、３１１ページをお願いいたします。つぎに、歳出でございます。

３１１ページ下段、一番左側でございますが、歳出合計であります支出済額は１２８

億３２３万９，５８９円で、前年度比３億５４１万余円、２．４％の増、執行率は９

７．４％となっております。また、こちらの不用額でございますが、不用額一番下の

３億４，８１７万４，４１１円、全体額の２．７％を占めておりますが、その中でも

一番大きかったのが、２款の保険給付費でございまして、３億７７４万６，５１６円、

２．５％が相当しますが、こちらは介護保険サービスの見込みより少なかったための

ものでございます。つづきまして、３１２ページをお願いいたします。歳入歳出差引

残額は記載のとおり８，９５０万２，１０８円で、全額を令和７年度に繰り越すとい

うことでございます。前年度比５９２万９，０２２円の増となっております。それで

は、３１４ページをお願いいたします。令和６年度介護保健保険事業勘定の歳入歳出

決算の事項別明細書について、主なものを御説明させていただきます。はじめに、歳

入でございます。１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料の収入済

額は、前年度比１２．５％増の２９億８，７６８万４，１５３円となっております。

三つ目の枠の３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金につきまして

は介護給付費の２０％、施設分については１５％が交付されるもので、１節現年度分

介護給付費負担金につきましては当初予算を下回ることが見込まれたことから、３月

議会で減額補正を行っております。収入済額は、前年度比で１．７％の増となってお

ります。３１５ページをお願いいたします。二つ目の枠、２項国庫補助金、１目調整

交付金、１節現年度分調整交付金につきましては当初予算を上回ることが見込まれた

ことから、３月議会で増額補正を行っております。収入済額は、前年度比で１．８％

の増となっております。２目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総合事業に

つきましては介護予防日常生活支援事業費の２０％が交付されるもので、当初予算を

下回ることが見込まれたことから、３月議会で減額補正を行いました。収入済額は、

前年度比で３．６％の減となっております。３目地域支援事業交付金、介護予防日常
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生活支援事業総合事業以外の地域支援事業につきましては、介護予防日常生活支援総

合事業以外の地域支援事業の３８．５％が交付されるもので、ほぼ予算同額の収入済

額となっております。収入済額は、前年度比で１１．８％の減となっております。４

目介護保険災害臨時特例補助金につきましては、福島原発事故により避難指示区域か

ら本市に避難されている方２名の自己負担額の減免及び１１名の介護保険料減免分

について国から交付されたもので、３月議会で増額補正をしております。３１６ペー

ジをお願いいたします。５目保険者機能強化推進交付金につきましては、市町村が保

険者としての機能役割を果たしているか、自立支援や重度化防止などの介護予防を推

進しているかを国が評価した内容に応じて交付されるもので、３月議会で減額補正を

しております。収入済額は前年度比で２９．８％の減となっております。６目介護保

険保険者努力支援交付金につきましては市町村による介護予防健康づくり、高齢者の

自立支援、重度化防止等の取組を国が定める基準の評価結果に応じて交付されるもの

で、３月議会で減額補正を行っております。収入済額は、前年度比で０．８％の増と

なっております。４款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金

につきましては、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の介護保険納付金分に係る

社会保険診療報酬支払基金からの交付金で、介護保険給付費の２７％が交付されるも

のです。１節現年度分介護給付費交付金につきましては当初予算を下回ることが見込

まれたことから、３月議会で減額補正をしております。収入済額は、前年度比で４．

１％の増となっております。２節過年度分介護給付費交付金につきましては令和５年

度精算に伴う追加交付分で、９月議会で増額補正をしております。３１７ページをお

願いいたします。２目地域支援事業支援交付金、１節現年度分地域支援事業支援交付

金につきましては介護予防日常生活支援総合事業費の２７％が交付されるもので、当

初予算を上回ることが見込まれたことから、３月議会で増額補正をしております。収

入済額は前年度比で１８．９％の増となっております。２節過年度分地域支援事業支

援交付金につきましては５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金、１節

現年度分介護給付費負担金でございますが、介護給付費の１２．５％、施設分につい

ては１７．５％が県から交付されるもので、当初予算を下回ることが見込まれたこと

から、３月議会で減額補正をしております。収入済額は、前年度比で２．３％の増と

なっております。２項県補助金、１目地域支援事業交付金、介護予防日常生活支援総

合事業、１節現年度分地域支援事業交付金につきましては介護予防日常生活支援総合

事業費の１２．５％が交付されるもので、当初予算を下回ることが見込まれたことか

ら、３月議会で減額補正をしております。収入済額は、前年度比で５．３％の減とな

っております。３１８ページをお願いいたします。２目地域支援事業交付金、介護予

防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業でございます。１節現年度分地域支援事
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業交付金につきましては介護予防日常生活支援総合事業以外の地域支援事業費の１

９．２５％が交付されるもので、収入済額は前年度比で１１．８％の減となっており

ます。つぎに、６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金につきまして

は介護給付費準備基金の利子分で、３月議会で増額補正をしております。７款繰入金

１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金、１節現年度分介護給付費繰入金につき

ましては介護給付費の市負担分１２．５％について一般会計から繰入れするもので、

当初予算を上回ることが見込まれたことから、３月議会で増額補正をしております。

収入済額は、前年度比で３．２％の増となっております。３１９ページをお願いいた

します。２目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業、１節現年度分地

域支援事業繰入金でございますが、介護予防日常生活総合支援総合事業の市負担分１

２．５％について一般会計から繰入れするもので、当初予算を上回ることが見込まれ

たことから、３月議会で増額補正を行いました。収入済額は、前年度比で２３．２％

の増となっております。３目地域支援事業繰入金、介護予防日常生活支援総合事業以

外の地域支援事業でございます。１節現年度分地域支援事業繰入金は介護予防日常生

活支援総合事業以外の地域支援事業費の市の負担分１９．２５％について一般会計か

ら繰り入れするもので、収入済額は前年度比で１１．５％の減となっております。４

目低所得者保険料軽減繰入金、１節現年度分低所得者保険料軽減繰入金につきまして

は介護保険料第１から第３段階の低所得者に対して介護保険料を軽減するもので、軽

減額のうち国が２分の１、県と市がそれぞれ４分の１を負担するものです。国・県の

負担金を一般会計で歳入し、市の負担分と併せて繰り入れするもので、当初予算を上

回ることが見込まれたことから、３月議会で増額補正を行っております。収入済額は、

前年度比で１５．５％の減となっております。５目その他一般会計繰入金、１節職員

給与費等繰入金につきましては高齢福祉課職員のうち介護保険関係を担当する職員

１９名分の人件費で、１２月、２月に増額補正を、３月に減額補正をして調整を行っ

ております。３２０ページをお願いいたします。２節事務費繰入金につきましては、

介護保険業務に係る事務費でございます。２項繰入金、１目、１節介護給付費準備基

金繰入金につきましては、介護給付費と財源が不足した際に基金を取り崩して充当す

るものでございます。不足が見込まれたことから、２月議会及び３月議会で増額補正

を行いました。８款、１項、１目、１節繰越金につきましては、令和５年度の介護保

険料決算余剰金並びに国・県の補助金や支払基金交付金の超過交付分、さらには、一

般会計からの繰入金の余剰金を令和６年度に精算するため、９月議会で増額補正を行

ったものでございます。９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１節第１号被保険

者延滞金につきましては第１号被保険者に対する保険料の延滞金で、当初予算を下回

ることが見込まれたことから、３月議会で減額補正をしております。２６７件分でご
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ざいます。３２１ページをお願いいたします。９款諸収入、２項雑入、１節第三者納

付金につきましては、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要な状態になったり、

介護の必要度が重症化して介護サービスを利用した場合に第三者から納付となった

もので、求償事務を茨城県国民健康保険団体連合会に委託しており、当初予算を上回

ることが見込まれたことから、３月議会で増額補正をしております。７件分でござい

ます。２目、１節返納金につきましては、介護報酬の過払金の返還金でございまして、

３月議会で増額補正を行っております。なお、収入未済額につきましては引き続き返

済するよう求めてまいります。歳入につきましては以上でございます。３２３ページ

をお願いいたします。こちらから歳出につきまして御説明させていただきます。１款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費につきましては、備考欄一つ目の職員人件

費１９人分の人件費、二つ目の一般管理事務の電算業務等の一般事務経費でございま

す。増額補正は人件費でございます。３２４ページをお願いいたします。２項徴収費、

１目賦課徴収費につきましては、納入通知書等の郵送費や作成委託料が主なものでご

ざいます。３項介護認定審査会、１目介護認定審査会費につきましては介護認定審査

会に係る委員３６人に対する報酬が主なもので、令和６年度は１８７回の審査会を開

催いたしました。２目認定調査費、備考欄認定調査事業につきましては、介護認定調

査会に係る会計年度任用職員７人分の人件費でございます。３２５ページをお願いい

たします。１１節役務費、手数料の要支援・要介護認定の判定の資料となります主治

医意見書の作成料６，３３６件分でございます。１２節委託料の特別介護老人ホーム

等の施設に入所されている方や遠方の施設等にいらっしゃる方の認定調査を指定居

宅介護支援事業所等にお願いしております。要介護認定調査委託料が主なものでござ

います。３２６ページをお願いいたします。２款保険給付費でございます。介護保険

サービス利用者に対する保険給付費用でございまして、執行率は９７．５％で、介護

保険特別会計の９４．２％を占めております。支出済額は前年度比で３億７，２００

万余円、３．２％の増となっております。１項介護保険サービス等諸費でございます。

１目居宅介護サービス給付金につきましては要介護認定者が利用した居宅介護サー

ビス費用の負担割合に応じてサービス提供事業者に支払ったもので、当初予算を上回

ることが見込まれたことから、３月議会で増額補正を行っております。前年度比で４，

０４１件増の１０万１，９０３件ございまして、支出済額は１億７，１５６万余円、

３．８％の増となっております。３２７ページをお願いいたします。３目施設介護サ

ービス給付費につきましては、要介護認定者が施設に入所して利用したサービス費用

を負担割合に応じて施設サービス事業者に支払ったものでございます。前年度比で１

２０件増の１万５，２０４件、支出済額では１億２，６４３万余円、３．１％の増と

なっております。５目居宅介護福祉用具購入費につきましては、要介護認定者が入浴
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補助用具やポータブルトイレなどの福祉用具購入費用を負担割合に応じて１０万円

を限度に償還払いしたものでございます。６目居宅介護住宅改修費につきましては、

要介護認定者の方が手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした際に、負担割合

に応じて２０万円を限度に利用者に償還払いしたものでございます。７目居宅介護サ

ービス計画給付費につきましては要介護認定者が介護保険サービスを利用する際の

ケアプランの作成費用を作成事業者に支払ったもので、前年度比１，２２７件増の４

万３，１０８件、支払済額２，６５４万余円、４．３％の増となっております。３２

８ページをお願いいたします。９目地域密着型介護サービス給付費につきましては、

要介護認定者が利用したグループホームや認知症対応型デイサービスなどの地域密

着型サービス費用を負担割合に応じてサービス提供事業者に支払ったものです。当初

予算を上回ることが見込まれたことから、３月議会で増額補正を行っております。前

年度比で５５５件増の１万１，９２９件、支出済額では５，３７３万余円、３．５％

の増となっております。２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費

につきましては、要支援１及び２の方が利用した介護予防サービス費用を負担割合に

応じてサービス提供事業者に支払ったものです。前年度比６７１件増の６，５５５件

でございます。支出済額では９１１万余円、９．２％の増となっております。３２９

ページをお願いいたします。４目介護予防住宅改修費につきましては、要支援１と２

の方が手すりの取付けや段差解消などの住宅改修をした際に、負担割合に応じて２０

万円を限度に利用者に償還払いしたものでございます。５目介護予防サービス計画給

付費につきましては要支援１と２の方が介護予防サービスを利用する際のケアプラ

ン作成費用を作成事業者である地域包括支援センターに支払ったもので、前年度比４

７８件増の５，４６７件、支出済額では２７２万余円、１１．６％の増となっており

ます。３３０ページをお願いいたします。３項その他の諸費、１目審査支払手数料に

つきましては、茨城県国民健康保険団体連合会が行っております事業所からの請求に

関する審査及び事業所への支払手数料でございます。４項高額介護サービス等費、１

目高額介護サービス費につきましては、介護保険サービス利用者の負担したサービス

費用が一定額を超えた場合、その超えた額について償還払いをしたものでございます。

前年度比６０７件マイナスの２万４，７３６件、支出済額では３０万余円減の０．１％

減となっております。３３１ページをお願いいたします。５項高額医療合算介護サー

ビス費、１目高額医療合算介護サービス費につきましては、医療保険と介護保険を合

わせた自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた額について償還払いしたもの

でございます。６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費に

つきましては、要介護認定者のうち非課税世帯等の低所得者である施設利用者に対し

居住費及び食費の自己負担分を軽減した費用でございます。３２２ページをお願いい
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たします。下の枠、３款地域支援事業、１項介護予防生活支援サービス事業費、１目

介護予防生活支援サービス事業費につきましては、要支援の方又は日常生活支援総合

事業対象者が利用した訪問型及び通所型サービス利用に係る費用を負担割合に応じ

てサービス提供事業者に支払ったものが主なものでございます。当初予算を上回るこ

とが見込まれたことから、２月議会で増額補正を行っております。前年度比で１，８

６５件増の１万１，６５５件、支出済額では、２，７０８万余円の１５．６％の増と

なっております。３３３ページをお願いいたします。２目介護予防ケアマネジメント

事業につきましては、日常生活支援総合事業の対象者がサービスを利用する際のケア

プランの作成費について作成事業者に支払った費用で、当初予算を上回ることが見込

まれたことから、２月議会で増額補正を行っております。前年度比で９９７件増の６，

５６９件、支払済額で４７９万余円、１８．０％の増となっております。下の枠の２

項、１目一般介護予防事業につきましては、運動、口腔ケア、低栄養改善、社会参加

などを軸としたフレイル予防啓発教室など、高齢者がいつまでも元気で要介護状態に

ならないようにするための事業に要した費用でございます。３３４ページをお願いい

たします。下の枠の３項包括的支援事業・任意事業費、１目任意事業費につきまして

は介護保険の適正化や高齢者とその家族の支援のための事業を保険者、市が独自に実

施しているもので、主なものといたしましては、３３５ページをお願いいたします。

備考欄一つ目の丸、認知症サポーター養成事業、高齢者等在宅生活支援配食サービス

事業、高齢者見守りネットワーク事業の見守りキーホルダー事業などが主なものでご

ざいます。３３５ページ下の枠の２目住宅医療介護連携推進事業費につきましては、

多職種協働による在宅医療と介護を一体的に提供できる支援体制の構築、運営を図る

ための事業に要した費用で、主なものといたしましては、備考欄記載の講師謝礼、協

議会委員謝礼が主なものでございます。３３６ページをお願いいたします。下の枠の

３目認知症総合支援事業費につきましては、認知症対応業務に係る事務経費でござい

ます。主なものといたしましては、市内２か所で開催しております認知症カフェと地

域包括支援センターに設置してございます認知症初期集中支援チームの委託料が主

なものでございます。３３７ページをお願いいたします。二つ目の枠の４項その他諸

費、１目審査支払手数料につきましては、茨城県国民健康保険団体連合会が行ってお

ります事業所からの日常生活支援総合事業分の請求に関する審査及び事業所への支

払手数料でございます。当初予算を上回ることが見込まれたことから、２月議会で増

額補正を行っております。３３８ページをお願いいたします。４款、１項基金積立金、

１目介護給付費準備基金積立金につきましては、令和５年度分の介護保険料決算余剰

金や基金の利息、過年度分の介護給付費の追加交付分、国・県支払基金分などを介護

準備基金に積立てしたものでございます。９月と３月に補正をしております。５款諸
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支出金、１項償還金及び還付加算金、１目第１号被保険者保険料還付金につきまして

は、介護保険料の過誤納還付金でございます。介護保険料につきましては前年の所得

に応じて算定されるもので、被保険者が修正申告などをした場合には、介護保険料に

ついて更正を行います。その額が減額となった際に、過誤納還付金として返還するも

のでございます。２目償還金につきましては、令和５年度の国・県への介護給付費負

担金の返還金で、９月議会におきまして増額補正を行っております。２項繰出金、１

目一般会計繰出金の備考欄、一般会計精算事業につきましては、先ほど御説明した償

還金と同様に、令和５年度一般会計から繰り入れた介護給付費等について実績額が確

定したことから、超過受入分について市の一般会計に返還したものでございます。９

月議会において増額補正を行っております。歳出については以上でございます。つづ

きまして、実質収支に関する調書のほう、３４４ページをお願いいたします。３４４

ページの下の段になります。介護保険保険事業勘定の実質収支につきましては、歳入

総額が１２８億９，２７４万２，０００円となりまして、歳出総額１２８億３２４万

円、歳入歳出差引額は８，９５０万２，０００円でございます。翌年度へ繰り越すべ

き財源はございませんので、実質収支は８，９５０万と２，０００円となります。以

上でございます。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ただ今の説明について御質疑はございませんか。

○矢口副委員長 介護保険はいろんなサービスがあってなかなか覚えられないとこ

ろなんで、この際一つ教えてください。３２８ページ。２款、１項の地域密着型介護

サービス等、次のページにも地域密着型予防介護予防サービスとありますが、地域密

着型のこのサービスというのは具体的にどういうことをやっているのか教えてくだ

さい。

○水田保健福祉部長 地域密着型サービスというのは、市町村が事業所を指定して、

その事業者のほうが介護サービスを提供する。それが地域密着型、いわゆる市町村の

中で整理されるというもので、矢口副委員長のほうからありましたページの前の３２

６ページ、３２７ページのほうにございます。３２６ページですと下の箱の一つ目、

１目介護居宅介護サービス給付費、それから、３２７ページの一番上の３目施設介護

サービス給付費につきましては都道府県のほうで事業者を指定して、都道府県単位で

事業をしていただくという事業者になりますので、基本的には市内の方だけでなく他

の市町村から流入してくるというサービスも提供している事業所になります。いわゆ

る都道府県単位と市町村単位の違いですので、市町村が事業所を指定しているという

ことで地域密着型という名前をつけさせていただいていただいているものでござい

ます。
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○矢口副委員長 確認なんですが、要するにそのサービスの内容でなくて事業者の枠

が違うというふうな理解でよろしいんでしょうか。

○水田保健福祉部長 おっしゃるとおりでございます。

○田中委員長 ほかに何かございませんか。よろしいでしょうか。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 それでは、執行部の皆さんから委員へ何かありますか。

○水田保健福祉部長 私どものほうから特にございません。ありがとうございました。

○田中委員長 最後に委員の皆さんから執行部へ聞いておきたいことはございます

か。

（「なし」という声あり）

○田中委員長 それでは、賛否を確認いたします。この決算について賛成の方は挙手

願います。

（７名全員挙手）

○田中委員長 それでは、全員賛成でございますので、認定第１号は原案どおり決し

ました。予算決算委員会文教厚生分科会の審査はこの程度といたします。最後に改め

てお伺いいたします。当分科会長報告に盛り込むべき事項はございますか。

〇鈴木委員 今日の流れの中の発言を拾って、正副委員長でまとめてください。

○田中委員長 それでは、事務局とも協議して盛り込みたいと思います。よろしいで

しょうか。

（「異議なし」という声あり）

○田中委員長 それでは、以上で予算決算委員会文教厚生分科会を閉会いたします。


